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市民福祉委員会記録 
 

○開催日時 

平成３０年９月７日 午前９時５６分～午後２時０６分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第２委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人） 

   副委員長  森 満   晃 

委  員  新 原 春 二 

   委  員  瀬 尾 和 敬 

委  員  杉 薗 道 朗 

委  員  井 上 勝 博 

委  員  持 原 秀 行 

───────────────────────────────────────── 

○欠席委員 

   委 員 長  福 田 俊一郎 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  今塩屋 裕 一 

議  員  帯 田 裕 達  

議  員  落 口 久 光 

議  員  松 澤   力 

         ───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   市 民 福 祉 部 長  上大迫   修 

   市 民 課 長  瀬戸口 良 一 

    住民グループ長  田 中 耕太郎 

   環 境 課 長  上 口 敬 子 

    生活環境グループ長  村 岡   実 

川内クリーンセンター所長  原   暢 幸 

    市 民 健 康 課 長  檜 垣 淳 子 

主幹兼予防グループ長  山 下 真 司 

主幹兼甑島医療グループ長  鞘 脇   香 

保 険 年 金 課 長  西 田 光 寛 

障害・社会福祉課長  有 西 利 朗 

高齢・介護福祉課長  遠 矢 一 星 

保 護 課 長  松 尾 和 俊 

子 育 て 支 援 課 長  知 識 伸 一 

──────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  砂 岳 隆 一 管理調査グループ員  堀之内 孝 充 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査）  

環 境 課 

川内クリーンセンター 

市 民 課 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第９８号 平成３０年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算 

（所管事務調査） 

市 民 健 康 課 

 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査）  

保 険 年 金 課 

（ 税 務 課 ） 

（ 収 納 課 ） 

障 害 ・ 社 会 福 祉 課 

議案第８８号 平成３０年度薩摩川内市甑島敬老園等の指定管理者の指定について 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

高 齢 ・ 介 護 福 祉 課 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

保 護 課 

議案第８９号 薩摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

子 育 て 支 援 課 

──────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○副委員長（森満 晃）ただいまから、市民福

祉委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、副委員長

において随時許可します。 

────────────── 

△環境課及び川内クリーンセンターの審査 

○副委員長（森満 晃）それでは、環境課及び

川内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○副委員長（森満 晃）まず、議案第９３号平

成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

いたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○環境課長（上口敬子）環境課より、初めに一

般会計補正予算の歳出について説明いたします。 

 予算に関する説明書の３５ページをお開きくだ

さい。 

 ４款１項８目環境衛生費、環境総務一般管理費

１２０万４,０００円の減は、人事異動に伴う人件

費の調整でございます。 

 次に、３６ページをお開きください。 

 ２項６目し尿処理費、上甑投入施設管理費

１８７万５,０００円の増は、上甑地区にあります

下水道課管理の中甑・中野浄化センター敷地内に

ございます当課が管理いたします、し尿等投入施

設において経年劣化に伴うふぐあいが発生し、補

修が必要となったため、メーター等の取りかえや

タンクの修繕を行うものでございます。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）それで

は、川内クリーンセンター分の補正予算について

御説明いたします。 

 予算に関する説明書の３６ページをお開きくだ

さい。 

 ４款２項５目ごみ処理費、説明欄の事項、最終

処分場管理費で、工事請負費の増額をお願いする

ものです。 

 工事請負費の増額内容につきましては、第２回

補正予算の概要、６ページになります。 

 中段（１１）にありますとおり、現在、埋立廃

棄物を掘削し場外搬出を行っている川内クリーン

センター最終処分場の埋立地表面の一部、約

１,５００平米に遮水シートを設置し、埋立地周辺

部に設置してあります雨水排水溝を利用し、排水

するための工事請負費の増額をお願いするもので

ございます。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）最終処分場が出たわけです

けれども、以前、最終処分場もかなり満杯になっ

てきていると。その部分については、今、エコ

パークのほうに運んでいるということで、どのぐ

らい運ばれて、どういう状況になっているのかと

いうことを教えていただけませんか。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）平成

２７年度からの実績でございますけれども、埋立

地内の埋立廃棄物の搬出状況につきましては、平

成２７年度、２,１００トン程度、それから平成

２８年度につきましては、５,４００トン程度、そ

れから平成２９年度につきましては、まだちょっ

と決算等の審査はいただいておりませんけれども、

実績といたしまして７,５００トン程度を今、搬出

しているところでございます。 

○委員（井上勝博）全体がどのぐらいの容量で、

あと、どのぐらい残っていて、それで、今後の計

画というのはどういうふうになっているか、教え

てください。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）全体に

つきましては、大体８万トン程度は、埋立容量と

してあったということで計算しております。 

 今後の予定ですけれども、平成４１年度には、

エコパークのほうも満杯になるということでござ

いますので、それ以前には、新しい基準に沿った

最終処分場を再生して、埋立を開始できるような

準備をしていくと。継続して搬出をしていくとい

うことで計画してございます。 
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○委員（井上勝博）８万トンのうち１万

５,０００トンが搬出されたわけで、１年にまた処

分する塵灰じゃなくて、燃えかすとかそういうも

のをまた入れていくわけですよね。そういうふう

にして、今度全部空っぽにして、空っぽにした後、

また再生、工事をし直して、またそれを使うとい

う考えなんでしたかね。 

○川内クリーンセンター所長（原 暢幸）先ほど

説明した搬出状況につきましては、埋立廃棄物、

埋め立ててある分でございます。あわせて現年発

生する焼却灰、飛灰もあわせて、エコパークのほ

うで処分をしていただいているところでございま

す。 

 工事につきましては、全量を搬出した後、その

時点の構造基準にあわせて、新しい基準に合わせ

た最終処分場を再生し、また埋立を開始するとい

う計画でございます。 

○副委員長（森満 晃）そのほかありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員からの質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○副委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○環境課長（上口敬子）委員会資料１ページを

お開きください 

 騒音・振動規制区域の見直しについて御説明い

たします。 

 騒音規制法及び振動規制法では、生活環境を保

全し市民の健康の保護を目的に、住居が集合して

いる地域、病院若しくは学校の周辺の地域その他

の地域で、騒音又は振動の防止を図る必要がある

地域を指定しまして、さらに自然条件や社会的条

件などの地域的特性を考慮して、時間の区分、区

域の区分ごとに基準を設定し規制を行っておりま

す。 

 この区域の区分に関しましては、都市計画法に

基づく用途地域の指定に準じて、随時見直しを行

ってまいりました。今回は、用途地域の定めのな

い地域について指定の見直しを行うものです。 

 規制地域は、騒音は市内全域を、振動は平成

２６年１０月９日以前の川内都市計画区域と、特

に規制を要する事業所の敷地を指定しております。

区域指定の基本的な考え方につきましては、国か

らの通知に基づき用途地域ごとに指定を行ってい

るところです。 

 表の下、備考（１）に、用途地域の定めがない

地域についても、区域指定することができるとあ

ります。今回は、この用途地域の定めのない地域

について、区域の指定の見直しを行おうとするも

のです。 

 各区域に適用される規制基準等の詳細につきま

しては、資料の４ページに騒音に係る規制基準を、

５ページに振動に係る規制基準を示してございま

す。 

 では、２ページにお戻りいただきまして、３、

区域指定の現状と見直し方針をごらんください。 

 用途指定のない地域については、騒音は第２種

区域、振動は第１種区域を原則としておりますが、

指定当時の地域的特性を考慮しまして、原則とは

異なる指定がされている区域が、現在９カ所存在

しております。指定から相当年数が経過し、土地

利用の状況も変化していることから、現状に適し

た規制に移行させるため、９カ所のうち８カ所を

今回、対象に見直しを行う考えでございます。 

 ３ページをお開きください。 

 見直しには、記載の三つのパターンが想定され

ます。この表は、２ページの表の内容とリンクし

ております。 

 パターン①は、指定当時は、住宅が集合する中

に小売店舗や町工場が存在し、「近隣商業地域相

当」又は「準工業地域相当」と判断された地域が、

指定から相当年数が経過し、道路交通網の整備や

ライフスタイルの変化などもあり、現在は「準住

居地域相当」とみなすのが適切と判断されるもの

でございます。これにつきましては、騒音の規制

が厳しくなります。振動については規制地域外と

なります。 

 パターン②です。昭和４７年に指定した工業団

地の範囲が、現在は工業の用に供されている地域

はあるものの、大型小売店舗や自動車関連の事業

者が立地。また一方では住宅化が進み介護施設も
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建設され、農地も多い現状です。改めて「近隣商

業地域相当」又は「準工業地域相当」の範囲を選

定し現状に適した規制に移行させるものです。騒

音の規制が厳しくなり、振動は選定範囲によって

厳しくなることを予想しております。 

 パターン③は、大規模事業所建設の着工前に指

定した地域において、騒音と振動の規制の整合が

取れていない現状があるため、騒音の規制に関し

ても振動と同じ「工業地域相当」とみなすのが適

切と判断されるものです。これについては、騒音

の規制が緩くなります。振動は変わりません。 

 見直し対象としなかった１カ所は、上甑地域に

ございます。調査の結果、現状のままとする考え

でございます。 

 では、資料の前ページへお戻りいただきまして、

４、今後のスケジュールを御説明いたします。 

 ただいま御説明しました見直し案につきまして

は、１０月にパブリックコメントを行いまして、

その結果を受けて１１月の市環境審議会に諮問し、

答申をいただきます。１２月議会にて、当委員会

にて結果報告の後、改正告示を行い、平成３１年

４月からの新しい規制を施行する予定でございま

す。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて所管事務全般につい

て、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（瀬尾和敬）見直し対象区域の中に、祁

答院地域２カ所となっています。私も相談を受け

たりして、実際、現場に足を運んだりしたんです

が、これはあなたの個人的な問題でしょうとか言

っていたんですが、最近こういろいろ聞くと、う

るさいという人がぽつぽつあらわれまして、私も

その一番本元のところに昼間に行ってみたら、確

かに何ですか、何という音か、ボーというボアー

というふうな音がするのがありました。具体的に

場所を言うと、祁答院のさつま町境の祁答院側の

あの広い大きな木材加工場なんですけど、まさか

こういうふうなことで悩んでいる人がいらっしゃ

るとは知らなかったんですけど、これにその場所

というのは入っていないんでしょうか。 

○生活環境グループ長（村岡 実）先ほど、お

っしゃった事業所につきましては、私も把握をし

ております。その場所は、今回の見直し対象区域

には入っておりません。ですから、もともと第

２種区域で規制がより厳しいところに立地されて

おります。 

○委員（瀬尾和敬）かつて調査してもらったこ

とがあるんですが、その現場から相当距離がある

のに、そういう音が聞こえるのかということで、

その近隣の人たちは、たしか恐らく聞こえるだろ

うけれども、我慢していらっしゃるんでしょうか

ね。 

 地域として、私は、その地区コミの人たちで調

査をしたりするのも必要なのかなと考えてはおっ

たんですけど、例えば、もしそれが取り上げられ

るという方法というのは、今後あるんですか。こ

の見直しのパブリックコメントとか、こういうの

を使って。 

○生活環境グループ長（村岡 実）その事業所

につきましては、もう祁答院地域の中では、この

今回見直しをしようとしている２カ所だけが緩い

規制をされておりました。ほかは第２種区域とい

って、より厳しい状況になっています。この今回

の見直しは、その第３種となっている緩くなって

いるところを全部一緒に２種にしようという考え

方ですので、今、おっしゃっている事業所につき

ましては、もともと第２種区域という全体と同じ

位置づけがされていますので、今後、緩くしたり

とかする、そういうことはもちろん考えておりま

せんので、もうパブリックコメント等に出てくる

ことはないかと思います。 

 事業所のほうには、また立ち入りをいたしまし

て対応等に－今も対応等をとっていただいて、

どのようなことをしたかは確認しております。今

後もまた継続して事業者側と協議を進めていきた

いと思います。 

○委員（杉薗道朗）今回の見直しは、この都市

計画区域云々も含めて、今、説明がありましたけ

ど、３ページ、それぞれ第３種区域とかいろいろ

あるんですけれども、この都市計画区域の図面的

なものがないと、これはこの説明を受けても、も

うどこがどの程度のその区域設定になっているの

かがちょっとピンとはきません。 

 できたら、やっぱり資料的に全種、この樋脇、

東郷、祁答院、地元の方はわかっていらっしゃる

んでしょうけど、少し頭の中で、どの付近がどう

いうふうになっているのかがちょっとわかりづら

いので、できたらこの全図的なもので、それぞれ
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の指定区域が決まっているんであれば、それが示

されるような資料があれば、ありがたかったなと

思うんですが。 

○環境課長（上口敬子）今回は、こういった見

直し方針がございますという説明でございまして、

詳細な位置図等につきましては、パブリックコメ

ントをする際に、各委員の皆様にはお届けをする

予定にしておりますので、そこでまた御確認をい

ただければと思います。 

○委員（杉薗道朗）わかりました。当然、今か

らの作業ということでありましょうけれども、事

前に、今、現状の指定枠というものが、ちょっと

わかりづらいというものがあったものですから、

お聞きをしたところです。準備ができる分があれ

ば、また配っていただければと思います。 

○委員（井上勝博）騒音公害というのは時々こ

う起こってくるわけですが、この規制に基づいて、

例えば５０デシベルとかそういう数値があって、

実際にそこの現場に苦情があった場合には、そこ

の現場に行って、それで計測して、それを超えて

いるようであれば、その事業者なりに注意をする

ということになるんでしょう。どのぐらいの何と

いうのかな、その拘束力といいますか、どのぐら

い事業者に迫ることができるものなんでしょうか

ね。 

○生活環境グループ長（村岡 実）測定をいた

しましても、基準を超える、超えないというのが

あるとは思うんですけれども、実際は、住民の周

辺の生活環境が損なわれているかというところを

一番重視しております。住民の生活環境が損なわ

れているようであれば、基準を超えなくても、事

業者のほうには配慮をするように求めているとこ

ろです。 

 行政指導につきましては、基準を超えて、かつ

周辺の生活環境が損なわれているという両方の要

件が必要になってまいりまして、そこを超えた場

合には、改善勧告ができるようになっております。

ですけど、改善勧告につきましても、従わない場

合は、次は改善命令となります。 

 改善命令に従わなかったときに、ようやく罰則

適用となってまいりますので、事業者側には、や

はり社会的責任がございますので、勧告が出た時

点では、もう対応をしていただくように強く要請

はしております。ケースとして余り出てきてはご

ざいません。 

○委員（井上勝博）それから、１ページのとこ

ろに、現在、川内原子力発電所の敷地のみが指定

されているという、この意味がまだよくわからな

かったんですけど、この解説をお願いします。 

○生活環境グループ長（村岡 実）振動の規制

をする区域というのは、今のところ市内全域では

ございません。そのときに一番最初、これ指定が

されたのが開設当時、昭和５４年です。昭和

５４年からですけれども、そのときに振動規制す

る外枠というのをまず決めないといけなかったん

ですけど、そのときに旧川内市の都市計画区域を

外枠と設定しました。 

 ですが、その中には、火力発電所は入っていた

んですけれども、原子力発電所の敷地が入ってお

りませんでしたので、そこは規制対象にすべきと

いう考え方がございまして、都市計画区域内では

ないんですけれども、原子力発電所の敷地は追加

したという経緯があるようです。実際、規制が始

まったときには、１号機の着工前でございました。

ですから、まだ着工する前に、振動について規制

の網を張ったということになっているようでござ

います。 

○委員（井上勝博）ちなみに、ここはどの種に

入るというか、どういう区域に入るのかというの

が、よくわからないんですけど。 

○生活環境グループ長（村岡 実）原子力発電

所につきましては、今回の見直しのパターン３で

ございます。 

○委員（新原春二）できるだけ全体的に市の枠

をして、パターンを決められるというのは非常に

いいことであるし、それは当然あってしかるべき

だというふうに思うんですけれども、市民レベル

で騒音なり振動なり一応苦情が来るところは、ほ

ぼ決まっているんじゃないかと思うんですよね。 

 そういうところの特定地域という意味でのピン

ポイント的なそういう規制といいますか、そうい

うものはできないものか。振動があるところはい

つも振動して、建設維持課であれば、建設維持課

で済ませれば当時は解消するんですけど、またや

っぱり時間が来ればまた振動するというな状況な

んかも発生をしているようですし、騒音なり、も

うそれも一緒だと思うんですけど、苦情が来ると

ころは大体一緒だと思うんですよね。 
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 そういうところで、やっぱりピンポイント的な

苦情が多いところについては、市がもう特別にそ

うした地域を指定をすることができないのか。そ

こをすれば、全体的には余り苦ではないわけで、

そういう重要的な市民が生活に支障を来たすよう

な、そうした部分というのは、ピンポイント的に

こう指定をして中止をする必要があるんじゃない

かと思うんですよね。 

 そういう意味で、全体的に我々はわかりません

けれども、そういう苦情があるところは、大体い

つも来るということになっているので、そういう

場所というのは、全体的には相当あるものですか。

相当すればもうしょうがないですけれども、そん

なにないのであれば、ピンポイントでこの地域と

いうことで指定をして監視をするという方向がい

いと思うんですけど、そこら辺はどうですかね。 

○生活環境グループ長（村岡 実）騒音規制法

と振動規制法では、機械設備を著しい音が発生す

るもの、著しい振動が発生するものというのの指

定がございます。それを持っている事業所につき

ましては、この法律での規制基準が係るようにな

っておりまして、その事業所から出る音全て、出

る振動全てが規制対象になります。 

 あと、それと一番苦情が寄せられるのが建設工

事に関するものでございます。建設作業につきま

しても、ここで１ページの表のところに特定建設

作業とございますけれども、これも著しい騒音が

発生する機械、著しい振動が発生する機械、これ

を指定しておりまして、それを使用する作業につ

いて届け出を求めております。 

 そういった地域がやはり苦情が多い地域にはな

っております。工場につきましても、その特定施

設といいますけれども、それを持っているところ

が苦情が多く寄せられるような状況にありますの

で、法律の中で、その工場若しくは建設作業を指

定をしておりますので、そこで拾っていけるかと

いうふうには考えております。 

 それと、どうしてもこの法律で規定する設備よ

りも規模が小さいもので、苦情があるような場合

には、環境保全条例というのがございますので、

そこで市の規制対象として位置づけて規制をかけ

るということもできておりますので、そういう方

法も今とっております。 

○委員（新原春二）ちなみに年間を通して、ど

のくらいの振動、騒音の苦情があるものですか。

大変中身についてはよくわかりましたので、そこ

ら辺をちょっとわかっていたら、教えてください。 

○生活環境グループ長（村岡 実）苦情処理に

つきましては、統計をとっておりまして、これは

決算資料のほうにも掲載させていただいておりま

す。騒音につきましては、平成２９年度が１２件

です。振動が１件ございました。参考までにその

前年度、平成２８年度は、騒音が１０件、振動は

ゼロとなっております。大体このような数値で推

移しているようでございます。 

○委員（井上勝博）先ほど、原子力発電所の場

合はパターン３だと。パターン３というのは、こ

れは第２種から第４種になるということで、緩和

ということですかね。そういう理解でよろしいん

ですか。 

○生活環境グループ長（村岡 実）騒音につい

ては、緩和になります。 

○委員（井上勝博）それは何でですかね。何か

こう理由があるんですか。この３号機増設をする

からとか。 

○生活環境グループ長（村岡 実）増設とは一

切関係ございません。 

 この騒音につきましては、振動よりもまだ３年

ほど早くに指定をされておりまして、そのときに

原子力発電所の計画はあったと思うんですけれど

も、着工前でして、完全にほかの地域と同じ第

２種の指定がされておりました。 

 振動については、ちょうど着工前で、これは

２種なんですけど、工業地域相当ということで指

定をされているんですけれども、騒音と振動が整

合が全くとれていない状態でして、４ページと

５ページに騒音と振動の特定建設作業の規制基準

を載せておりますけれども、同じ機械を使うにも

かかわらず、騒音と振動で規制の区域が変わって

まいりますと、作業禁止時間帯とか、１日の作業

時間の制限とか、こういったものが騒音は厳しい

のに振動は緩い、どちらをとればいいのかという

そういった状況になってまいります。 

 そうなると、やはりより厳しい騒音側のほうで

対応しなければならないという状況にございまし

て、ここは整合をとるべきでございますので、騒

音と振動を合わせるために、現状を鑑みて、現状

を考えたときに、工業地域相当とするのが適切で
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はないかという考えで、騒音について緩くしよう

という判断をしたところでございます。 

○委員（持原秀行）騒音とかその相談が十数件、

年間あるということで、実際、私も昔、公害課と

いうところやら環境課におるときに、近隣に散ら

ばったところに、閑散としたところにカラオケと

か居酒屋さんとかできて、そこに住宅があって苦

情が来るとか相談があるとかということで、係の

者が測定器を持っていくと、夜中とか行きよった

んですが。そういう相談があって環境課のほうで

対応とか、それはされているんですかね。 

○生活環境グループ長（村岡 実）お問い合わ

せがあった場合には対応しておりますけれども、

最近、確かに近隣トラブルといった、ほぼ近隣ト

ラブルの位置づけのあの騒音苦情は寄せられます。 

 カラオケ店については、最近大分自粛が入って

いるようでございまして、大分少なくはなってき

ているのかなと思います。夜間についても、もう

どうしても確認してほしいということがあれば、

対応するようにはしております。 

 件数としては、今のところは余り出てございま

せん。 

［「機械のほうは」と呼ぶ者あり］ 

○生活環境グループ長（村岡 実）機械はござ

いますので、持って行って、参考値になりますけ

れども、はかることは可能です。 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

────────────── 

△市民課の審査 

○副委員長（森満 晃）次は、市民課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○副委員長（森満 晃）まず、審査を一時中止

しておりました議案第９３号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民課長（瀬戸口良一）議案第９３号平成

３０年度薩摩川内市一般会計補正予算について、

説明いたします。 

 予算に関する説明書の２２ページをお開きくだ

さい。 

 ２款１項１目一般管理費のうち、説明欄の下の

ほうになります。市民課関係は、市民政策調整費

において６３０万円は、人事異動と昇給による職

員給与費の調整に伴うものです。 

 次に、２６ページをお開きください。 

 同款３項１目戸籍住民基本台帳費のうち、説明

欄 の 戸 籍 住 民 基 本 台 費 に お い て ４ ０ ５ 万

２,０００円は人事異動と昇給による職員給与費の

調整に伴うものです。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○副委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局から説明がありますか。 

○市民課長（瀬戸口良一）ございません。 

○副委員長（森満 晃）それでは、所管事務全

般について、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）今年度というか、年度をま

たがるんですが、いつも聞いていますけれども、

その自衛隊の適齢者の名簿は、ことしはどうなっ

ているかということをお知らせください。 

○住民グループ長（田中耕太郎）平成３０年の

４月以降は、まだ提供依頼は来ていないところで

す。 

○委員（井上勝博）いや、ごめんなさい。ちょ

っとここは決算のときにするのかどうか、今から

出てくるわけで、平成２９年度にその提供が求め

られて、平成３０年度に停止するというパターン

だったと思うんですけれども、それはどうなって
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いるんですかね。 

○住民グループ長（田中耕太郎）井上委員の御

指摘のとおりに、平成３０年の３月に提供依頼は

出ております。 

 市民課のほうで個人情報の提供承諾書を提出課

のほうにお送りしまして、情報政策課のほうで

データを抽出して依頼課のほうから提供している

かと思います。 

○委員（井上勝博）決算のときでもいいんです

けれども、何年から何年生まれの方が何件、性別

はどうだったかという資料を示してください。お

願いします。 

○副委員長（森満 晃）課長、出せますか。 

○市民課長（瀬戸口良一）はい。出します。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑がありま

すか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員からの質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民課の審査を終わります。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○副委員長（森満 晃）次は、市民健康課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○副委員長（森満 晃）まず、審査を一時中止

しておりました議案第９３号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）市民健康課に係る

補正予算の歳出予算について、御説明いたします。 

 予算に関する説明書（第２回補正）の３４ペー

ジとともに、平成３０年度第２回補正予算の概要

の５ページをお開きください。 

 まず、議案第９３号一般会計分から御説明いた

します。 

 ４款１項１目保健衛生総務費、事項、保健衛生

一般管理費２５万円の減額は、平成３０年４月の

人事異動に伴う給与費等の減額、及び新規の県単

独補助事業である若年者の在宅ターミナルケア支

援事業に係る増額補正になります。 

 ここで、薩摩川内市若年者の在宅ターミナルケ

ア支援事業について御説明いたしますので、市民

福祉委員会資料の６ページをお開きください。 

 まず、目的ですが、若年の末期がんの患者が、

住みなれた自宅で最期まで自分らしく安心して日

常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、

患者及び家族の負担の軽減を図ろうとするもので

す。 

 対象者は、在宅療養を行う４０歳未満の末期が

ん患者－がん末期とは治癒を目指した治療に反

応せず、進行性かつ治癒困難又は治癒不能と考え

られる状態のことで、治癒困難な状態とは、おお

むね６カ月程度で死が訪れると判断される状態の

ことです。つまり４０歳未満で余命６カ月を宣告

された在宅療養を行う方が対象者となります。 

 サービスの内容は、訪問介護（身体介護・生活

援助、通院等乗降介護など）です。福祉用具貸与

又は購入で、福祉用具は車椅子・特殊寝台などで

す。 

 補助対象の上限額は資料のとおりとなります。

本人の負担額は１割の相当額になります。経費の

負担としましては、本人が１割、県・市町村が

４.５割となります。 

 次に、予算に関する説明書の３４ページにお戻

りください。 

 ４ 款 １ 項 １ 目 、 事 項 、 地 域 医 療 対 策 費

１,３６２万１,０００円の減額は、後ほど御説明

いたしますが、国民健康保険直営診療施設勘定特

別会計の減額に伴う一般会計からの操出金の減額

補正であります。 

 次に、３目保健指導費、事項、母子保健事業費

１,２９０万円の増額は、未熟児養育医療給付事業

における申請件数の増加に伴う増額補正でありま

す。 

 続きまして、歳入予算について御説明いたしま

すので、予算に関する説明書の１０ページをお開

きください。 

 １５款１項２目保健衛生費負担金６４５万円の

増額は、未熟児養育医療給付事業の増額に伴う国

庫負担金の増額補正であります。 

 続きまして、１２ページをお開きください。 

 １ ６ 款 １ 項 ２ 目 衛 生 費 負 担 金 ３ ２ ２ 万



- 10 - 

５,０００円の増額は、未熟児養育医療給付事業の

増額に伴う県負担金の増額補正であります。 

 次に、１３ページをお開きください。 

 同じく２項３目衛生費補助金２３万８,０００円

の増額は、新規の県単独事業に伴う県補助金に係

る増額補正であります。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）この薩摩川内市若年者の在

宅ターミナルケア支援事業は、認定かなんかして、

そして、これまではこういう入浴が困難であった

りいう場合は、病院の方が多かったのかなと思う

んですけれども、そういう方を在宅で見られるよ

うにしようというそういうことなんですか。今ま

では、在宅というのは難しいというか、実際には

そういう例は余りないということなんですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）４０歳以上の方は、

介護保険のほうで対象となりますので、そういう

サービスが受けられていたんですけれども、

４０歳未満の方は、対象者はいらっしゃったんで

すが、そういう補助制度がなかったので、県のほ

うが新しく補助制度をつくったということになり

ます。 

 医学も進歩したり、あるいは病院で死を迎える

よりも、在宅で迎えたいという方がふえたという

ことで、こういう制度ができたと思います。 

○委員（井上勝博）実際、そのデータとして、

薩摩川内市内でそういうケースというのは、どう

いうふうに把握されていらっしゃいますか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）がんの拠点病院が

市民病院と済生会病院にありますので、そちらの

ほうから対象者を上げていただく形になるんです

けれども、現在のところは、今の時点ではいらっ

しゃらないということでした。 

 年間、県でも十四、五名になりますので、薩摩

川内市の方がいらっしゃるか、いらっしゃらない

かは、ちょっとわからないというような状況です

けれども、もしいらっしゃったときに対応できる

ようにということで補正をお願いいたしました。 

○委員（井上勝博）これは、広報でこう知らせ

るというやり方ですか。それとも病院にそういう

方がいらっしゃればということで、病院から御紹

介するという感じですか。 

○市民健康課長（檜垣淳子）病院のほうから紹

介していただく形になります。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員からの質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△議案第９８号 平成３０年度薩摩川内市

国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算 

○副委員長（森満 晃）次に、議案第９８号平

成３０年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設

勘定特別会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）続きまして、議案

第９８号国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

に係る補正予算について御説明いたします。 

 予算に関する説明書の１３０ページをお開きく

ださい。 

 １ 款 １ 項 １ 目 一 般 管 理 費 １ , ４ １ ９ 万

４,０００円の減額は、平成３０年４月の人事異動

に伴う給与費等の減額が主なものであります。 

 次に、２目研究研修費５７万３,０００円の増額

は、６診療所の医師住宅に係る修繕料の増額補正

であります。 

 引き続き、歳入予算について御説明いたします

ので、予算に関する説明書の１２９ページをお開

きください。 

 ７款１項１目一般会計繰入金１ ,３６２万

１,０００円の減額は、今ほど説明いたしました特

別会計の歳出に係る一般会計からの繰入金を減額

補正するものであります。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（持原秀行）今、医師研究研修事業費の

中の修繕料５７万３,０００円、これをもうちょっ

と詳しく教えてください。 

○主幹兼甑島医療グループ長（鞘脇 香）上
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甑診療所の歯科医師住宅のほうが、４月当初で修

繕が必要になりまして、６診療所の研究費から修

繕費のほうを流用で上甑診療所に集めまして、修

繕のほうを対応いたしたんですが、その分の増額

の各診療所に戻すための補正です。 

○委員（持原秀行）流用されてしたということ

で、総体でこの医師住宅ですかね。それがどれぐ

らいかかったんですか。 

○主幹兼甑島医療グループ長（鞘脇 香）済

みません、詳しい資料をちょっと手元に持ってき

ておりませんが、医師住宅の床の修繕と畳の修繕、

あとふすまの修繕等にかかっております。天井の

部分に穴があいておりましたので、そちらのほう

の修繕もいたした内容の内訳になります。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外委員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 これより、討論、採決を行います。討論はあり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を、原案のとお

り可決すべきものと認めることに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）御異議ないと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○副委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。当局に説明を求めます。 

○市民健康課長（檜垣淳子）資料はないんです

けれども、川内看護専門学校の件に関することで、

現在、企画政策課が運営しています奨学金の補助

制度だったりとか、あと、入学金の補助制度につ

いて、全協のほうで御説明したいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○市民福祉部長（上大迫 修）今、課長が申し

上げましたとおり、川内看護専門学校については、

レギュラー制のほうに移行するということで開設

手続は進んでおりまして、来年４月からの生徒を

募集する作業が近々始まろうという形になってい

るところでございます。 

 これまで、市のほうは、地域への定着等含めて、

純心女子大学及びポリテクカレッジ等の入学者等

に対していろんな制度等を持っておりますが、川

内看護専門学校についても、地域に必要な人材を

地域に定着を図るという趣旨から、そのような支

援等を考えて対応していきたいというふうな考え

方でおります。 

 具体としては、制度を変えること及びその予算

化については、平成３１年度予算ということにな

りますので、なかなか審議等は難しい部分等があ

ると思いますが、市として看護学校の意向また人

材輩出等について、何らかの形の支援をしていく

という考え方を全協等でお示しさせていただきた

い。もちろん、市民福祉委員会は平成３１年度予

算においては所管の委員会となりますので、事前

にそういった状況等のほうを説明させていただい

たということでございます。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて所管事務全般につい

て、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）ちょっと早口で理解できな

かったもんですから、川内看護専門学校の生徒募

集について、薩摩川内市の支援を強めるというこ

とですか。純心女子大学とポリテクカレッジの名

前が出ましたけども、それ以外の方にも何か奨学

金とかそういうのを拡充するとかそういうことで

すか。ちょっともう少しゆっくりと。 

○市民福祉部長（上大迫 修）済みません、早

口で申し上げましたが、川内看護専門学校のほう

が、来年４月からレギュラーコースで新たな生徒

を募集します。その際に、地域から進学し、また

将来卒業されたら地域の看護といった形で従事い

ただきたいということも考え方を持って、現在、

企画政策課のほうが運営しております奨学金返還

支援制度というものがございます。これについて

は、純心女子大学及びポリテクカレッジを卒業さ

れた方々を対象としたような制度になっているん

ですけど、奨学金返還について。ここの対象枠を

広げて支援できるような方向で議論をしていると
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いうことでございます。 

○委員（持原秀行）１２月でしたか、去年、イ

ンフルエンザが相当はやったというか、それで、

一応、予防接種、中学３年生とか受験があるとこ

にはされているということだったんですけど、こ

の拡大を言っとったと思うんですが、中１、中

２とか高校生とか、これ、今回補正も何もなくて

そのまま来ているんですが、ここのところの考え

方というか、去年はもう当初予算のほうが済んで

いたもんだから、ですけれども、今回、この冬に

向かっての考え方とか、温暖化でないという判断

をされたのかなと思ったんですが。その考え方は

どげんですか、このインフルエンザ予防接種のこ

とについては。 

○市民健康課長（檜垣淳子）インフルエンザ予

防接種に関しては、先ほど言われましたように当

初予算が済んでいたということで、一応、今年度

は予算を上げていませんということで御回答した

んですけれども、インフルエンザの予防接種、予

防するということにはなるんですけど、重症化を

予防するという形なので、未就学児、特に子ども

を中心にということで助成をしていたところです。 

 補正にも上げなかったのは、来年度から実施を

予定するということで、来年度予算に上げるとい

うことの考え方で、補正予算には上げませんでし

た。 

○委員（持原秀行）来年度というと、ことしの

分が漏れちゃうんですよね。ですから、そこのと

ころにしっかりと対応するために、私は、きちっ

と補正で出すべきではなかったのかなと思うんで

すが、やっぱりそこんところもそうしないと、上

がってしまいますよね、１年過ぎたら学年が。だ

から、そういうのでおくれているということで、

そういう捉え方でいいのかなとちょっと疑問に思

うんですが、いかがですか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）３月の議会での

質問もいただきましたし、前回６月の副委員長か

らの委員会での問いかけもあったかというように

思います。 

 私も答弁等させていただく中で、平成２９年度

については予算措置したものの、接種率が低かっ

たので、予算もある意味残りましたというような

説明もいたしました。そういったことはたまに起

きながら、平成３０年度において、既定予算計上

したものの中で、中学校１、２年生、高校１、

２年生まで拡大できれば、そういう対応を図って

いくようにしたいなあというような考え方を持っ

ておったわけですけども、昨年度と今年度の状況

の違いは、昨年度はワクチン等がなかったので、

従来、接種対象としている方の接種率が低かった

んですけども、今回によってそれが引き上がるだ

ろうということ、接種率が上がってくるだろうと

いうこともあって、現在予算措置したものの中で

は、中１、２、高１、２まで拡大することは難し

いというふうに判断したところであります。 

 持原委員御指摘のとおり、またこれまでいただ

いた各議員からの指摘のとおり、インフルエンザ

の接種枠を拡大したいという思いはあるわけです

けども、年間の予算とした中で対応ができるもの

ならやりたいと思っておりましたが、予算的なこ

ともありましたので、次年度に送って、予算の確

保を図りたいという形で、関係部局のほうと折衝

していきたいなというふうに考えているところで

あります。 

 委員から意見等いただいておりましたので、実

際それでいいのかという等の御指摘はありますが、

課長も申し上げましたとおり、重症化予防という

考え方であります。また、積極的にそういうふう

に手洗いでありますとかいう形の周知を図ること

で、今年度についてはぜひ御理解をいただきたい

なというふうな考え方でいるところであります。 

○委員（新原春二）いつだったっけ、新創会で

甑島の医療関係者とのいろんな懇談会、いろいろ

意見交換会やってきました。その中でいろいろ問

題点は多々あるんですけども、総体的には、先生

方が離島診療に対する本当に熱のこもった、そう

いった意味では市民的な診療、あるいはいろんな

活動をされているということについては、非常に

感謝をするところでした。本当に熱心な先生がい

らっしゃって、朝晩もう、わがことはうっちょっ

て頑張ってもらっていることについては、非常に

敬意を表するとこですけれども、また、市当局も

それなりに頑張ってもらって、いろんな御指導と

か、かねての意見聴取とかやられているというこ

とについては、よく理解ができました。 

 ただそん中で、私はこれはどうかということが

２ほどありました。 

 １点は、両方とも歯科医師の関係なんですけど
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も、上甑の歯科医師のモラル、これが非常に、市

民も含めて医療関係者含めて非常に不信感を買っ

ているというのを一つ感じました。 

 先ほど、歯科医師の住宅の関係が出ましたけど

も、これ、上甑診療所の看護師の住宅に長年いら

っしゃって、看護師が来る調整ができないという

ことで、市のほうで非常に苦労なさって、歯科医

師の住宅に移っていただいたということはよくわ

かりましたけども、一旦、そこに行かれたんだけ

ども、いろんな苦情を言われて、それなりに今対

応してもらって、修繕費も出してもらったんです

けども、非常にそこが市民的にあるいは医療関係

者含めて非常に不満があったようでした。 

 特に、そこ二、三年ですか、退去してもらえず

に非常に困ったということは、市当局も当然わか

っていると思うんですけれども、そうしたわがま

まがやっぱりある。そういうのに対しての医師の

モラルが低下しているんじゃないかと、非常に感

じました。 

 その中で言われたのが、ゴキブリ退治まで市当

局にしてもらったということでありました。普通、

一般的に考えた場合に、そうした害虫駆除等を含

めて、これはやっぱり住民がすべきなところであ

るんじゃないかと思うんです。市営住宅の関係で

いってみれば、市営住宅にゴキブリが出ました、

市がしてくださいということでくれば、これは市

当局としてはどうしようもない事態になりますの

で、そういうのはやっぱりモラル的には各住民が

すべきだというふうに思うんですけども、それ以

外にもいろいろ苦心惨たんなさって、一旦は移ら

れて、今そこにいらっしゃるんだと思うんですけ

ども、そうしたモラルが非常に低下しているんじ

ゃないかなと、まず１点です。 

 それから、勤務の関係についても非常に出まし

た。金曜日に帰って、月曜日の朝、来られるとい

うことで、非常に仕事的にどうなのか、公務員と

してどうなのかという話も出ました。それについ

ては、年休関係も含めて、権利擁護というのも含

めてなかなか強くは言えないところだと思うんで

すけども、やっぱり離島医療をされている方は、

そこに身を置いて、土曜日、日曜日、非常に市民

のために頑張ろうということで、いつも頑張って

もらっています。 

 片や、金曜日に帰って月曜日に来られるという、

全くもう土日はいらっしゃらないという、こうい

う不公平性、モラル的な不公平性があるんじゃな

いかなと、そういうことの指導はやっぱりきちん

としてもらったほうがいいんじゃないかというこ

とを感じました。 

 給料のことも話をされました。非常に高いんじ

ゃないか、そうした方に高いんじゃないかという

話がありましたけど、これはもう規程で決まって

いるので、我々もとやかく言う筋合いはないんで

すけども、相対的に歯科医師として、こっちの本

土地域の歯科医師も含めて、歯科医師の相場とい

うのはどうなのかということは感じました。そこ

ら辺は、是正するところは是正をしなければなら

ないのかなというふうに感じました。そういう意

味で、上甑診療所の歯科医師の関係のモラルにつ

いて、やっぱりきちんと指導していかなけりゃな

らないんじゃないかなということを感じました。 

 片や、下甑青瀬の歯科医師の先生のところに行

きました。２階建ての歯科診療所でした。あそこ

は２階建てで、もうその先生はそこに常駐をされ

て、朝晩、日曜日も含めて急患があればやります

という話で、一生懸命でした。ただ、機器が非常

に古くて、もう博物館入りじゃないかというよう

な機器と我々は感じました。我々は本土の歯科医

しか見ていないせんしかも、青瀬の診療所の機器

が非常に古いんじゃないかということを感じまし

たし、２階建てなもんですから、車椅子で来られ

れば、みんなかかって車椅子を持って２階まで上

がるという作業があるんだそうです。それは先生

も一緒になって、歯科医師も含めて技工士も含め

て車椅子を持って上がるということで、そうした

苦労もなさっていて、これはいかんな、やっぱり

平屋でないといかんなということも感じましたし、

どうしてもあそこはきちんと早く処理をしていか

ないといけないんじゃないかなということを感じ

ました。 

 総体的に歯科医療の関係については、橋ができ

て、甑が一つになってから統合を含めて検討され

るんでしょうけども、そういうことも含めて、今

後、甑医療については検討していただきたいなと

いうふうに思いますし、また、ほかの下甑の先生、

医療の先生だとかいうのは、本当に瀬戸上先生も

含めて一生懸命取り組んでいただいて、昼夜を問

わず頑張ってもらっているというのは評価をしま
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すけども、片やそうしたモラルが欠けている先生

もいらっしゃるということで、そこはきちんとや

っぱり対処をすべきじゃないかなということを感

じましたので、具体的にはまた水面下でも話をし

ますけども、やっぱりそうした指導というのはき

ちんとすべきじゃないかなと思いますので、そこ

ら辺の対処方をお願いします。 

○市民福祉部長（上大迫 修）幾つかいただき

ました。 

 まず、１点目でありますけど、歯科医師が医療

従事者住宅から医師住宅に移ったときの経緯の話

をされました。大筋、そのとおりでございます。

私どものほうが医師住宅に移る際にどういうこと

をしたのか、先ほどの質問もありましたが、床板

というか傷んでいる部分をかえたりとかする中で、

害虫が出ないような対策を二次的にやった部分等

もあるのは事実でございます。 

 また、二つ目の部分で、勤務の実態について、

金曜日に戻り月曜日に出てくる実態があるのでは

ないか、それについてはどうだということはあり

ましたけど、事実としては、医師住宅に移った後、

時間休の申請として、金曜日に帰る申請があった

り、また金曜日と月曜日の組み合わせの申請があ

ったりということで、そういうふうな勤務の実態

というふうになっている部分でございます。 

 これに関して、またモラル全体に関して、新原

委員のほうからありましたが、市のほうがきちっ

とした指導をすべきではないかということでござ

います。言葉の中にもありましたとおり、年休の

取得については、権利という形の部分等がありま

すので、私ども市としましては、この年休取得と

いうことではなくて、歯科医療の提供といった部

分か、対応といった部分からしますと、月曜日か

ら金曜日、時間を定めて住民患者のために開設し

ているという状況等がある中で、いろんな患者へ

の影響でありますとか、住民からの意見等があり

ますので、どうあるべきかということを検討する

必要があるのではないか、そういう考えるところ

に来ているということについては、医師のほうに

伝えて、協議を進めているというような状況であ

るところでございます。 

 最後はちょっと切り口が違いますが、青瀬の歯

科医師、もしくはその現場についての話がありま

したけども、確かに施設については、２階にあり、

エレベーターがない、また設備等が老朽化してい

るという部分については、現場のスタッフ、先生

方に頼っている部分等があるのは事実でございま

す。この点については、議会等の質問もありまし

たとおり、診療所の再編といった形のものもあり

ますので、取り急ぎそこの部分については対応で

きるように、話を進めていきたいというふうに考

えているところでございます。 

 なかなか歯科医師の個々のモラルの部分につい

て、なかなか対応については難しい部分等がある

わけですけど、私どもとしましては、市、離島、

甑島における歯科医療の提供といった部分で、住

民や関係の方々のほうに御迷惑がかからないよう

に、いかに対応できるのかということを、これか

らもきちっと対応していきたいなというふうに考

えているところでございます。 

○副委員長（森満 晃）その歯科医師の給料の

相場についての考え方について何かありますか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）歯科医師を採用

するに当たって、離島における職務、職責、もし

くは果たすべきことを考慮しての額が定められた

と思っております。額等について、私どものほう

も個別の給料の額等申し上げることもできません

が、確かにちまたで言われているような勤務医、

もしくは本土地域におられる方々の給料に比べる

と、確保といった部分で厳しさがあるので、決し

て低い数字ではないというふうには考えていると

ころでございます。 

○委員（新原春二）勤務の関係なんですけども、

確かに年休をとられるということは、もう権利で

すからいいんですけども、歯科医としては、恐ら

く前予約でずっととられて、自分でスケジュール

をつけられるということは可能であるわけで、そ

れでだからといって、週の前後をあけていいとい

うことではないと思うんです。勤務は勤務でして

あるので、そこら辺は市民に不信を感じられない

ような対処をしてほしいわけです。「先生は月曜日

はおいやれんど」「金曜日ははよもどいやっど」と

いうことで、市民はそれに合わせざるを得ないわ

けです。だからそこら辺はもう一回先生に対して、

きちんと勤務は守ってくださいと、年休はとられ

るのはいいんですけど、またそこ辺がモラルだと

思うんです。医師としてのモラルだと思うんです

けど、そこら辺は今後是正をぜひしてもらうよう
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に御指導をしていただきたいと思います。 

 私も歯科医と会ったわけではないですので、

近々、市民福祉委員会でも調査に行く場合には会

ってみたいなと思うんですけども、そこ辺の先生

の意見も聞きたいわけです。確かに、鹿児島に居

住されてて、週末は帰られるということは理解は

するわけですけども、市民の診察をするという一

つの大きな職責があるわけですので、そこら辺は

きちんとやってもらいたいというふうに思ってい

ますので、御指導は今後よろしくお願いします。 

○市民福祉部長（上大迫 修）ちょっと協議会

に移していただければ助かります。 

○副委員長（森満 晃）それでは、協議会に切

りかえます。 

         ～～～～～～～～～ 

         午前１１時４分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午前１１時７分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○副委員長（森満 晃）ここで、本会議に戻し

ます。 

○委員（新原春二）やっぱり歯科医師、歯医者

さんですから、医師がいて、技工士がいて、看護

師がいてというのが歯医者の一つのパターンです

よね、組織ですよね。そうなればやっぱり歯科医

師というのはそこの責任者ですよ。責任者がいな

い中で技工士が治療をしたり、あるいは看護師が

治療をするというパターンが、それはカルテがあ

るからいいんでしょうけども、しかし、基本的に

は医師がいて、その指導のもとに技工士あるいは

歯科衛生士等が治療するというのが基本的なパ

ターンだと思うんです。そこはきちんと御指導し

ていただきたいというのと、それから市民には迷

惑かけていないと言われますが、市民が合わせて

いるんだと思うんです。先生のそういう状況もよ

くわかっていて、だけど急患が来たときに、初診

をするのは医師だと思うんです。そういう意味で

は、そういう医療の基本はもうちょっと見直して

もらわにゃいかんということで、そういう指導も

きちんとやっていただきたいと思います。 

 あとは、本人のモラルの問題ですので、そうい

うものでそこにもういたくないということでは、

それでもいいんじゃないかと思うんですけども。  

 もう一つは、ほかの診療機関の医師の士気とも

問題になってくるわけです。そういうのを許して

しまえば「ほんなら私らももう晩は診らんが」と、

「日曜、土曜ももう休診じゃっど」ということに

なれば、離島医療そのものが崩れていくんじゃな

いかなと思いますので、そこら辺の他医療機関の

方々等の影響も含めて御指導をしていただきたい

ということを二つお願いしておきます。 

○委員（持原秀行）本人の年休とか時間休とか

それらは権利だと言われればそうですよ。ただ、

それにしても、医師自体は管理職の立場でもあっ

て、医療スタッフを指導する立場でもあられるわ

けです。そういう中で、迷惑はかけていないとか

と言われるんですが、実は、去年、おととし、私

もしょっちゅう、医療スタッフの皆さん方とお話

をしている中で直接聞いた話です。 

 ドタキャンが非常に多くて、市民の皆さんに対

して、医療スタッフの方々がもう本当にみんなで

手分けしながら、医師がいないので、キャンセル

をお願いをしたりというのが、そういうのも医療

スタッフがしているんです。そういう迷惑は市民

にかけているんです。 

 去年の実質勤務日数とか見せてもらいましたけ

れども、こっちの皆さん方公務員がこういう働き

方をしとったら、この役所は回らんです。皆さん

が、勤務は月曜日の昼から、そして金曜日は午前

中で終わりと、こういうのをずっと皆さんが権利

やということでやっていったら、行政は回らんで

すよ。私は、医師の報酬については何も言わんと

ですが、そのほかに特別手当というのがあります。

皆さん方にはないわけですよ。そういうので離島

医療を加えて外来医療も勤務される医師の方々に

はきちっとそれなりのやっぱり負担があるという

中で、それが措置されていると思うんです。であ

れば、それに値しないのであれば、この特別手当

の廃止というのも含めて、きちっとやらないと、

本当に、先ほど新原委員からもございましたとお

り、他の医師の人たちとの整合性がとれないと思

います。 

 そういう意味では、やはりきちっと架橋の完成

後のどうのこうのという、もうそれじゃなくて、

早くまとめて、やっぱり複数体制にやって、あの

先生の働きぐあいとか、同じ歯科を複数人、二人

体制とかこういうことにやって競わせるというこ

ともやらないと、あと何十年とこの人は勤務しま
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すよね。それでいいんですかと。例えば、そうい

う職員がほんなら本庁にいるとなったら、これど

うですか。総務課としても、やっぱり地公法に何

か抵触するんじゃないかと僕は思うんですけれど

も、やはりそういう意味ではきちっと、口やかま

しく私は指導していただきたいと思いますし、こ

れは人事も含めて、そういうのをやっぱり出てい

ってやっていただかないと、本当に公務員として

のモラルが、全体の意識が、レベルが下がると思

いますので、そこんところは私は厳しくやってい

ただきたいというのを要望しておきます。 

○副委員長（森満 晃）要望であります。 

 そのほか質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（帯田裕達）先ほど持原委員がインフル

エンザの件で質問されたんですが、今度、予算化

をされていないと、それで去年の例を言いますと、

発生率はやっぱり全国で鹿児島県が一番、鹿児島

県の中でもこの管轄の保健所が一番だったんです。

そして、私も一般質問で言ったんだけど、やはり

中学校１、２年生、高校１、２年生、部長は、重

症化しないのが一番いいんだということで、イン

フルエンザ予防はするんですけど、保護者の意見

とかいろいろ話を聞きますと、やはり１、２年生

にもそういう補助の対象はできないのかというよ

うな相談も聞いておりますし、また今度も不安だ

というようなこともありますから、例えば、薩摩

川内市内の中学校１、２年生、高校１、２年生で

補助を出したときにどれぐらいの予算の計上が要

るのか、積算されたことありますか。 

○主幹兼予防グループ長（山下真司）一応積算

したときに、５３０万円ほどが追加となります。 

○議員（帯田裕達）例えば、何％受けたときの

５３０万円だろうとは－１００％じゃないとは

思うんですけど、薩摩川内市は「子育てするなら

薩摩川内」という大きなアドバルーンを上げてい

ますよね。その中の５００万円ちょいです。そう

いってみても市民健康課のほうからその予算を計

上されたのか、計上されて認められなかったのか、

そこを最後に教えてください。 

○市民福祉部長（上大迫 修）６月の委員会等

を受け、今日までの間にどのようなことをしたか

ということになろうかと思いますけども、予算の

編成については、当局のほうが精査してやるわけ

ですが、私の理解としては、当初予算に組んだ予

算の中で、中学校１、２年生、高校１、２年生ま

でできるとすれば、その実行を認めていただきた

いという考え方でおりましたので、要するに

５３０万円という予算を追加してという予算の行

為はしておりません。 

 財政当局等も含めて、年間予算として計上して

おりますので、政策的には十分なことではあった

わけですけども、補正予算の要求はせずに、現状

の予算でできないので、ぜひこのことについては

来年度の予算要求という形、子育て政策の部分に

盛り込んで協議をしていきたいというような形で、

私どもとしては、部局としては取り組んできたと

いうことでございます。 

○議員（落口久光）二つあるので、一つずつ

２回に分けて質問します。 

 先ほどからずっと言われていた島の歯医者さん

の件なんですけど、話をずっと聞いていて、本土

に帰って、こちらのほうに帰ってきているときに

もいろいろあったときに、電話等で指示を出して

いるから問題ないとかと言われているというふう

に伺ったんですけど、だったらもうこっちの歯医

者さんに委託して、電話で指示できる内容だった

らそれで済ましたらいいんじゃないかなと思うん

ですけど、そこについてはどうなんでしょう。 

○市民福祉部長（上大迫 修）今の御発言につ

いては、協議会の中で発言した内容等にちょっと

触れておられるので、少しあれなんですが、実際

に、職場を離れている場合の急患や患者の対応に

ついてそのようにされているということでありま

すが、私どもとして、甑での歯科医療については、

採用のとき等のことも含めますと、きちっと予定

した診療の期間等については現地にいて必要な対

応がとれる、期待に応えられるような医療をして

いただくというような考え方がありますので、本

土地域からの指示によってといったことは、今の

ところは考えていないところでございます。 

○議員（落口久光）不適切な発言があって済み

ませんでした。 

 あと、島民の方に迷惑はかけていないという認

識でいらっしゃるらしいんですが、別で聞いた話
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でいくと、もう島民の方はもう見限って、本土の

ほうの診療を受けていらっしゃる方もいらっしゃ

るということらしいので、それ自体がもう迷惑を

かけていることだなあと。船賃も要るし。いろん

な時間の都合をつけて来ている方がいらっしゃる

ということであれば、実質的にも実害は出ている

というふうに思っているんですけども、そういう

中で、大体何名ぐらいの方がこちらのほうの診察

を受けていらっしゃるのかなというのがあるので、

そこら辺の実態もちょっと把握しながら、どうす

べきとかいうのもやっぱりやるべきじゃないかな

と思いますんで、多分、実態は把握されていない

みたいなちょっと空気を感じたので、そういうと

ころも含めてちょっと対応いただきたいなと。 

○市民福祉部長（上大迫 修）正直なことを申

しますと、実際に島ではなくて本土の歯科医にか

かっておられる方の実数と、またその動きがどう

であったかということについては把握していない

ところでございます。 

 今後、歯科医療のあり方を考えるに際して、そ

のようなことが実際にあるのかどうかということ

については、事実の確認といいますか、何らかの

形で把握をしていくというのは重要なことだと思

いますので、そういったことも把握をしながら、

きちっとした歯科医療が提供できるような方向に

向かって作業を進めていきたいと思います。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○副委員長（森満 晃）次は、保険年金課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○副委員長（森満 晃）まず、審査を一時中止

しておりました、議案第９３号平成３０年度薩摩

川内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（西田光寛）議案第９３号平成

３０年度薩摩川内市一般会計補正予算の保険年金

課分について、御説明を申し上げます。 

 歳出について説明いたしますので、予算に関す

る説明書の３０ページをお開きください。 

 ３款１項４目国民年金費１６万６,０００円の増

額補正につきましては、人事異動に伴う人件費に

係る補正でございます。 

 続きまして、３５ページをお開きください。 

 ４款１項５目国民健康保険対策費１７３万

８,０００円の増額補正につきましては、人事異動

に伴う人件費に係る補正でございます。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○副委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。当局から説明がありますか。 

○保険年金課長（西田光寛）特にございません。 

○副委員長（森満 晃）それでは、所管事務全

般について、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（井上勝博）今年度から、県単位化にな

ったわけですけれども、そうなると、毎年毎年国

保税をどうするかということを検討しなくちゃい

けないということになるわけですが、来年度の動

向というのはどういうふうになっているかを教え

てください。 

○保険年金課長（西田光寛）スケジュールにつ

いてのお尋ねだと思います。昨年から始まりまし

たこの新制度への予算組みの関係等、昨年と流れ

はほぼ同じでございます。先日、県のほうで説明

会がございましたけれども、やはり今回も仮係数

を使いまして仮算定を行い、国の予算編成を受け

まして本算定を行うという、昨年と同じ流れでご

ざいますが、時期的にもほとんど同じでございま

して、今の予定が１０月中旬ごろ仮係数の提示で

仮算定を行う、その後、国の予算編成等を受けま
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して、やはり年明けに本算定を行うということで

説明を受けております。 

○委員（井上勝博）もうそのスケジュールしか

わからないと、もう何もわからんということです

か。 

○保険年金課長（西田光寛）全くわかりません。

去年も、仮算定の数値と本算定の数値と、やはり

結構な開きもありましたので、私どもも非常にわ

からなくて苦労しているという状態でございます。 

○委員（井上勝博）全国知事会が、国保につい

ての子どもがいる世帯については、減免をするよ

うにという意見書を出しているようなんです。一

般の保険は子どもがいるがいないに関係なく、保

険料があるわけですけれども、国保の場合は、た

くさんの子どもさんがいらっしゃればそれだけ高

くなるという問題があって、それで出しているわ

けですが、自治体によってはもう先んじて、子ど

もさんがたくさんいる世帯については、少子化対

策ということで減免なり軽減なりしているわけで

す。私もこのことについては一般質問で取り上げ

たわけですけども、やっぱり少子化ということで、

対策ということでは真剣に取り組んでいるわけで

す。この国保について言えば、そういったところ

での少子化対策というふうになると思うんですけ

れども、そういった検討というのは、全くしてい

ないというか、するつもりはないというか、そう

いうことなのかどうかお尋ねしたいと思います。 

○市民福祉部長（上大迫 修）確かに、知事会

でありますとか特定の自治体においては子どもが

いる世帯について減免している等ありますが、基

本的に、本市において子育て政策として国保の世

帯減免といった形の捉え方はしておりませんで、

現在のところ検討する予定もございません。 

 これまで同様に、適正な給付に対して適正な保

険料を負担いただくという保険制度の中でやって

いくということでありますので、子育て政策とリ

ンクさせての議論というのはしていく予定はない

ところでございます。 

○委員（井上勝博）今後の国保がどうなるかと

いうことが非常に不透明であるわけですから、な

かなか難しい問題かもしれませんけども、しかし

動向としてはそういう動向が出てきているわけで

す。ぜひとも御検討願いたいということで要望し

ておきます。 

○副委員長（森満 晃）要望であります。 

 そのほか質疑はありませんか。 

○委員（持原秀行）以前もこの委員会でお聞き

したんですが、国保税の課税賦課方式、以前、県

がこういうふうになったら、都道府県ごとになっ

たら３方式になるという説明をされましたよね。

いつからなるんですか。 

○保険年金課長（西田光寛）県の運営方針で、

今、申されたとおり県下統一で、今、４方式であ

るところは、平成３５年度までに３方式に変更し

なさいということで、意思統一がされております。 

 それで、本市も、今、４方式でやっております

ので、平成３５年までに３方式に移行しないとい

けないんですけども、この時期をいつにするかと

いうことでございます。 

 先ほどから保険料の見直しが毎年しないといけ

ないということでございますけども、来年の

１０月から消費税が増額になるということで、そ

こでやはり医療費のほうにもある程度の波及が生

じるのではないかということで考えております。

できれば、波及が生じなければよろしいんですけ

れども、そこで、すぐ４方式から３方式にして、

皆様方に御負担を生じた上に、またそこでもう一

段階、消費税の影響で御負担を２度生じさせるよ

りは、できましたら１回で変更のほうを済ませた

らいいんじゃないかということで検討しておりま

して、来年度の消費税の動向がわかったところで、

３方式のほうに移行したいというようには考えて

おります。 

○委員（持原秀行）やっぱり、私、今度、納付

書が来てびっくりしたんです。あれだけ自信を持

って資産割は入れませんよと、３方式にしますよ、

なりますよという説明をしながら今回も入ってい

た。これはほかの市民の方からも来ました。だっ

てそういうのを説明をされたので、市民の方々に

３方式になりますよという説明をこっちはしてい

るわけですから、これはうそを言うたとなるんで

す。ですから、平成３５年までにという話もその

当時なかったですよね、説明されませんでしたよ

ね。 

ですから、そういうふうになるということであ

れば、今までが、言えば何回もこれは別だと言わ

れるけれども、固定資産税は固定資産税で賦課し

ながら、そして国保税は国保税の中で資産割も負
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担をして、そういう賦課方式でもう何十年来とや

ってきたわけですよね。鹿児島市なんか３方式で

ちゃんとやっていますよ。ですから、そういう県

の大もとのところでいけば、そういうふうになる

のではないかという大きな期待があるわけです、

やっぱり市民としては。だから、そこんところも

消費税云々ではなくて、きちっと私は、そういう

３方式でやっているところをしっかりと研さんし

ていただいてやっていかないと、収入において所

得において課税をするというのは、これは当たり

前のことです。それが消費税が上がるから上がる

とかそうじゃなくて、やっぱり資産を持っている

人は相当上がりますよ、そうですよね。そしてそ

の人が相当収入があれば、限度額を上回るので、

今の９０万円ぐらいより、まだはるか、本当やれ

ば百二、三十万払わないかん人もそこで切られて

いるというこういう高額な人はまだいいですよ。

ですけれども、そのぎりぎりであるところの人た

ちなんかは不公平感が物すごく感じているんです

よ。そういう意味では、きちんと早い段階で３方

式にしていただきたいと思うんです。いかがです

か。 

○市民福祉部長（上大迫 修）持原委員が言わ

れている部分等もわかりますし、国保運営への基

本方針の中に４方式を３方式にすると、問題とい

いますか、そういう不適切であるとかいろんな事

象があったことになっていますので、本市におい

て、どのタイミングで精査をスタートして、どの

タイミングで切りかえるのかということについて

は、いろいろ先だって申しましたとおり、引き上

げる消費税の転嫁、引き上げるタイミングと合わ

したほうがいいのか、別にしたほうがいいのかと

いうことがありますんで、そこについては直ちに

今私どもとしても議論、整理をして方針が示せる

ようにしていきたいというふうに思います。 

○委員（持原秀行）ぜひ来年から変えるような

算定方法をしてください。もうそうでないと、こ

れは市民と話をする中にやはり国保税は高いとい

う意識があるんですよ。そういう意味の中で資産

を持っている方は二重に払わにゃいかんのや、こ

げんどっさいという考え方や不満が相当あります。

そういう意味では、やはり私は所得とか、それで

きちっと公平負担する、課税するというのが当た

り前だと思うんですけれども、その当たり前が通

らないというのが、そういう考え方に変わらない

というのが僕は不思議でなりません。ですから、

きちんとこれはその消費税云々のタイミングじゃ

とか、そういうのさえも言葉の後づけですよ、そ

れは。これだけ以前から言ってきている問題です

ので、しっかりと取り組んでいただきたいと思い

ます。 

○副委員長（森満 晃）要望であります。 

確認ですが、その消費税のアップについて、当

局として、それは確定ということじゃありません

ね。今の現時点では。 

［発言する者あり］ 

○副委員長（森満 晃）はい、わかりました。 

 そのほか質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。 

────────────── 

△障害・社会福祉課の審査 

○副委員長（森満 晃）次は、障害・社会福祉

課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○副委員長（森満 晃）次に、審査を一時中止

しておりました議案第９３号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）議案第

９３号平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算

歳出について説明をいたします。 

 予算に関する説明書の３０ページをお開きくだ

さい。 

 ３款１項１目社会福祉総務費のうち社会福祉管

理運営費につきましては、平成３０年４月の人事

異動に伴う職員の人件費の調整でございます。障

害・社会福祉課に相談支援グループが新設された

ことに伴う職員増に伴うものでございます。 

 続きまして、同じく２目身体障害者等福祉費の

うち一般障害者自立支援事業費につきましては、
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同じく平成３０年４月の人事異動に伴います障害

福祉グループから相談支援グループへの職員異動

に伴う職員の減に伴うものでございます。及びサ

ン・アビリティーズ川内の備品購入費、壁掛け時

計と車椅子２台の分でございますが、そちらの補

正になります。 

 続きまして、３２ページをお開きください。 

 ３款３項１目児童福祉総務費のうち、上から

３番目の丸になりますけれども、女性・家庭児童

相談費につきましては、平成２９年度の児童虐

待・ＤＶ対策総合支援事業国庫補助金交付額確定

に伴います精算返納金でございます。 

 続きまして、歳入について説明をいたしますの

で、１５ページをごらんください。 

 １８款１項２目民生費寄附金のうち社会福祉費

寄附金につきましては、市内在住の方で奄美出身

の方が念願でございましたレコードデビューをさ

れたことを契機として、薩摩川内市の皆様のおか

げであるということで、その恩返しとして、過去

に障害福祉施設で働いていた経験がございまして、

本市の障害福祉の一助にということで寄附をいた

だいたものでございまして、先ほど歳出で説明し

ましたサン・アビリティーズ川内の備品購入費の

ほうに充当をさせていただいているものでござい

ます。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）先ほど説明がありました相

談支援グループ、相談支援の窓口ですかね。（「は

い。はい」と呼ぶ者あり）新創設という（「はい」

と呼ぶ者あり）話だったんですが、今までなかっ

たというのが何か不思議なんだけれども、その辺

の説明をお願いいたします。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）相談支援に

つきましては、保護課のほうに生活支援グループ

というのがございました。４月１日をもって高齢

者、障害者、それから子育て、ＤＶ等の相談窓口

を一元化しようという形でそれぞれの課にいまし

た嘱託員、職員のほうを相談支援グループのほう

に集めて新たに相談支援グループとして障害・社

会福祉課の中でスタートしたということによるも

のでございます。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑ありませ

んか。 

○委員（杉薗道朗）今の相談の関係ですけど、

窓口はある意味一本化して、相談者からしてみれ

ばあっちこっちという部分が１カ所においてとい

う形になると思うんですけれども、評判というか、

評価というか、そこあたり、担当課においても職

務上いろんな意味でやりやすいというか、効率が

上がったんだろうなと思う。現状はどうでしょう

かね。そこをちょっとお示しいただければ。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）直接、市民

の方から声はいただいていないところですけれど

も、市民相談窓口、総合相談のところ等でこれま

では来客、市民の方からどういう相談でしょうか

というような中身を聞いて各課に御案内していた

ところでしたけれども、中には「どうしてあなた

にそういうことまで話さないといけないの」とか

立腹されたりすることがあったんですけれども、

今回、いろんな相談があるということであれば、

とりあえず相談支援グループのほうにという案内

になったので、その辺は楽になりましたよという

ことも聞いております。 

 それから、課内の職員、嘱託員等のそれぞれの

相談の連携がとりやすくなって専門的なそれぞれ

の担当がいますので、高齢者で障害を持ち、そし

て引きこもりの子どもさんもいらっしゃるとかい

った場合はもう全ての担当者がいるので、そこで

情報共有をしたりとか連携がとりやすくなったの

で、速やかな対応ができているので、またそれが

ひいては市民の相談業務に対してフィードバック

していくのかなというふうに今は考えているとこ

ろです。 

○委員（杉薗道朗）今答弁いただきました。私

なんかもいろいろ確認をして相談のあるときに、

あっちじゃろうかい、こっちじゃろうかいと、こ

ちらに行けば、いや、それはもうあっちですねと

いうふうに、こっちも紹介するほうとしても新た

に人をもてなすというのもあったんですけれども。

今言われたように、非常に効率よくそういう相談

体系ができるということですから、今後とも、鋭

意、頑張っていただければと思います。 

○委員（井上勝博）以前、ＤＶなのか、それと

も高齢者の虐待なのかということで窓口が違って

いて、それで実際はＤＶなんじゃないかというこ

とでいろいろ議論して、やはりＤＶと虐待が対応
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の仕方が違うもんですから、そういったのも今回

のこの総合窓口になったということで調整という

か、どちらなんだろうかという判断が、例えば、

前は高齢者の相談窓口に行くと高齢者虐待と、と

ころが保護課に行けばＤＶという扱いになってい

たんですよね。それが、今回はそういうのが調整

ができるようになったというふうに考えてよろし

いんですか。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）同じ課内の

グループ内で高齢者であったり、障害者、それか

ら先ほど申しましたＤＶの関係とか同じ課内で処

理をいたしますので、ただ統計上においては高齢

者虐待、ＤＶと分かれるかもしれませんけれども、

対応については同じ中身で対応させていただいて

いるところです。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑あります

か。質疑が尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○副委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局の説明を求めます。 

○障害・社会福祉課長（有西利朗）それでは、

市民福祉委員会資料の７ページをお開きください。 

 まず最初に、平成３０年度の市の戦没者追悼式

について、今回、お知らせをするものでございま

す。 

 戦没者追悼式の趣旨につきましては、さきの大

戦等により命を落とされた本市の全ての戦没者を

しのび、戦争の惨禍を風化させることなく平和の

とうとさを後世に伝えることを目的としておりま

す。 

 議員の皆様方には案内のほうがもう届いている

かと思いますけれども、本年度は平成３０年

１０月３日水曜日１時３０分から受付を開始し、

１４時からの式典開始となります。おおむね

１５時３０分を終了予定としております。 

 期日につきましては、平成２７年度から小学生

の参列をお願いしていることから、運動会が予定

されている週の水曜日ということで固定をしてい

るところでございます。 

 場所は川内文化ホールの大ホールで、概要につ

きましては、式典が１時間程度で、黙祷、式辞、

追悼の言葉、小学生代表による平和メッセージ、

参列者全員に献花を行っていただくというような

内容となっております。 

 その後に、慰霊演奏ということで、今年度れい

めい中・高の吹奏楽部が３０分程度慰霊演奏を行

い、その時間帯に式典に参列した小学生につきま

しては、ホワイエ内に展示してございます本市の

戦時資料等をもとに川内歴史資料館の職員の方と

社会科学習を行うこととなっております。 

 また、当日、献花に使った菊の花などにつきま

しては、参列された市民の皆様にお持ち帰りいた

だいているところでございます。 

 中ほどの記載の表につきましては、平成２７年

度に決定しました本土地域小学校の参列計画でご

ざいます。 

 式典に要する予算につきましては、約６６万円

程度、慰霊演奏への謝金でございましたり、献花

用の花代、それから小学生の参列に伴うバス借り

上げ料、それから祭壇設営の委託料という中身に

なっております。 

 次に、２番目の第１０回戦没者等の遺族に対す

る特別弔慰金について説明をさせていただきます。 

 この分につきましては、平成２７年４月１日を

基準日として実施されておりましたが、本年の

４月２日で終了いたしましたので、その実績につ

いて報告するものでございます。 

 今回請求された方は市内で１,５６５人、１０年

前に実施されました第９回のときが２,２４８人で

ございましたので、１０年の間に請求権のある戦

没者と生計を一緒にしていた三親等内の親族が

６８３人減少したということになるかと思います。

請求漏れはないように制度の周知については国に

おいては新聞の紙面等で理解し、それから市とし

ては、前回請求者への請求手続の文書を繰り返し

送付してきたところではございました。 

 次回につきましては、平成３２年４月１日を基

準日とする特別弔慰金が予定されておりますが、

基準日前に改めて御案内することになると思いま

す。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて所管事務全般につい
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て、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 以上で、障害・社会福祉課の審査を終わります。 

────────────── 

△高齢・介護福祉課の審査 

○副委員長（森満 晃）次は、高齢・介護福祉

課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第８８号 薩摩川内市立甑島敬老園

等の指定管理者の指定について 

○副委員長（森満 晃）まず、議案第８８号薩

摩川内市立甑島敬老園等の指定管理者の指定につ

いてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

議案第８８号薩摩川内市立甑島敬老園等の指定管

理者の指定について、御説明申し上げます。 

 議案つづり、その１の８８－１ページをお開き

ください。 

 まず、１の指定管理者に管理を行わせる施設は、

薩摩川内市立甑島敬老園、特別養護老人ホーム甑

島敬老園、老人デイサービスセンター甑島敬老園

及び特別養護老人ホーム鹿島園で、２の指定する

団体は社会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会で

あります。３の指定する期間は、現在、平成

２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの

５年間、同社会福祉協議会を指定管理者として指

定をしておりますが、提案理由にも記載のとおり、

特老鹿島園の地域密着型特別養護老人ホームへの

変更に伴い、手続上、現指定管理は取り消しとな

るため、今回の指定管理は残りの期間である平成

３０年１０月１日から平成３３年３月３１日まで

となります。 

 内容につきましては、議会資料で説明させてい

ただきますので、市民福祉部提出の議会資料を御

準備ください。 

 まずは１ページになります。 

 １の指定管理者に行わせる施設の概要等につい

ては記載のとおりで、２の指定管理者に行わせる

主なものは各施設の管理及び運営であります。 

 ２ページをごらんください。 

 ３の指定管理候補者の概要及び３ページになり

ますが、４の同候補者が示した事業計画の概要に

ついては、記載のとおりです。 

 ５ページの下段になりますが、５の非公募によ

る選定理由としては、利用者に与える心理面の影

響やこれまでの適正な管理と健全な運営状況等か

ら非公募による候補者としております。 

 次に６ページをごらんください。 

 ６の選定経過の概要ですが、選定委員会は本年

６月１２日に開催しました。申請団体数は１団体

であり、市民福祉部長を委員長として内部委員

３名、外部委員６名の計９名により、候補者のヒ

アリングを含め審査を行った結果、７ページにあ

りますとおり、配点９００点に対し６３０点で得

点率７０％でありました。 

 当該指定管理候補者は、これまでの施設の設置

目的を十分理解し適切に管理運営していること。

また、今回の選定委員会の審査結果も踏まえ、社

会福祉法人薩摩川内市社会福祉協議会を指定管理

者の候補として選定したところであります。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○副委員長（森満 晃）次に、審査を一時中止

しておりました議案第９３号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 
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○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

議案第９３号平成３０年度薩摩川内市一般会計補

正予算の高齢・介護福祉課分について説明申し上

げます。 

 まずは歳出から説明させていただきますので、

予算に関する説明書の３１ページをお開きくださ

い。 

 ３款２項１目老人福祉総務費の減額は、人事異

動に伴う給与費等の調整になります。 

 次に同款同項３目介護保険対策費につきまして

は備考欄をごらんください。 

 まずは介護保険対策費の増額につきましては、

先ほどと同様、人事異動に伴う給与費等の調整に

なります。 

 次の地域介護・福祉空間整備等事業費の増額

２７５万９,０００円は、デイサービスセンターひ

わきの郷が計画しておりましたスプリンクラー整

備について国庫補助の内示があったため計上して

おります。 

 次に、５９ページをお開きください。 

 １１款４項１目現年公用・公共施設災害復旧費

に係る高齢・介護福祉課分については備考欄に記

載のとおり、普通旅費、委託料、工事請負費で合

計２,４０７万１,０００円を計上しておりますが、

これは本年７月６日からの大雨により鹿島生活支

援ハウス敷地ののり面に吹きつけてあったモルタ

ルに雨水が浸透し、表面にひび割れや剥離などの

状態が見られ、施設への土砂崩れ等のおそれがあ

るため、復旧補強工事を行うものです。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、１１ページをお開きください。 

 １５款２項２目民生費補助金２節老人福祉費補

助金は地域介護・福祉空間整備等交付金で、先ほ

ど歳出で説明しましたひわきの郷のスプリンク

ラー整備に係る国庫補助金を歳出と同額計上して

おります。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）念のためですが、ひわきの

郷でスプリンクラーの設置ということで、交換で

はなくて設置ということは今までなかったという

ことで、これはいわば施設の基準というか、そう

いう点では今まで基準どおりじゃなかったという、

そういうことなんですか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）実は、デイ

サービスセンターというのはスプリンクラーの設

置は義務づけておられません。入所施設の場合は

義務づけがあるんですが、デイサービスセンター

の場合は義務づけられていないんですが、このひ

わきの郷に関しましては、介護保険事業の以外で

私的契約の中でお泊めになるケースがある、宿泊

をさせるケースがあるということで、この事業所

のほうが計画をしまして県、国のほうに認められ

たような状況でございます。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○副委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局の説明を求めます。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）それでは、

高齢・介護福祉課の所管事務について説明させて

いただきます。市民福祉委員会資料の８ページを

お開きください。 

 今年度の敬老金等の支給についてです。 

 まず、１の支給日は９月１４日を予定しており

ます。また、２の支給対象者のうち、（１）基準日

は９月１日現在であり、（２）の対象者としては

８月１６日現在になりますが、１００歳以上が

１１２名で、８８歳の方が７０２名になります。

（５）の支給金等につきましては記載のとおりで、

昨年と同額になります。 

 次に、３の配付者等についてですが、（１）の最

高齢者につきましては、里町にお住いの江口マツ

ヨ様１０７歳になりますが、この方は昨年度最高

齢者になられているため最高齢者の祝い金２０万

円の本年度の支給はございません。 

 また、（２）（３）に記載のとおり、１００歳以

上の方と施設入所者については、市長を初めとす
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る市のほうで、在宅の８８歳の方については民生

委員の方々に依頼し配付を行う予定です。 

 ４の高齢化率等については、参考データとして

本市の高齢化率や国、本市の平均寿命について記

載しております。 

 また、９ページには１００歳以上と８８歳の方

の地域別の支給対象者数を掲載してありますので、

御参照いただければと思います。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて所管事務全般につい

て、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）この市内最高齢者は２０万

円１回ということですが、もちろん１００歳以上

だから１万円はあるわけ。１００歳以上の方は

１万円、毎年毎年１万円と。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）御指摘のと

おり、今回、この江口様については１００歳以上

の方と同額１万円の支給になります。 

○委員（井上勝博）介護保険のほうなんですけ

れども、新聞報道で保険料を未払で差し押さえと

いうのが１万数千件という報道があったんですよ。

介護保険料でもやはり差し押さえがあるんだと思

ったんですけれども、実態的にはそういうのがや

はりあるんでしょうか。 

○高齢・介護福祉課長（遠矢一星）介護保険の

場合は差し押さえということではなくて、その滞

納の期間によって将来サービスを受ける場合の

サービスの給付の制限がございます。その期間、

年数等によって。例えば、通常１割の方が、一旦、

１０割払って後から９割返ってくるとか、３割負

担をするとか、そういった給付の場合の制限が設

けられておりますので、差し押さえということは

今のところはございません。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 以上で、高齢・介護福祉課の審査を終わります。

御苦労さまでした。 

 ここで休憩します。再開はおおむね１時としま

す。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時５８分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 ０時５８分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○副委員長（森満 晃）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

────────────── 

△保護課の審査 

○副委員長（森満 晃）次は、保護課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○副委員長（森満 晃）それでは、審査を一時

中止しておりました議案第９３号平成３０年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題といたします。

当局に補足説明を求めます。 

○保護課長（松尾和俊）補正予算につきまして

説明いたしますので、予算に関する説明書の

３３ページをお開きください。 

 ３款４項１目生活保護総務費、事項生活保護管

理 運 営 費 に つ き ま し て は 、 １ , ７ ６ ５ 万

４,０００円の減額補正を行うものであります。補

正の内訳につきましては、４月の人事異動に伴い、

給料、職員手当等を減額、委託料につきましては、

生活保護システム元号改正対応業務委託料を増額

するものであります。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 次に委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 ここで、本案の審査を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○副委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○保護課長（松尾和俊）所管事務調査につきま
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して、本年１０月に施行されます生活保護法によ

る保護の基準の一部改正について説明をいたしま

す。市民福祉委員会資料の１０ページをお開きく

ださい。 

 １の主な改正の概要、（１）生活扶助基準、①、

②、③につきましては、一括で説明をいたします。 

 生活保護基準は、定期的に検証を行うこととさ

れており、社会保障審議会生活保護基準部会にお

いて、５年に一度実施されます全国消費実態調査

のデータを用いて、評価・検証することとされて

おります。 

 これに基づき、平成２６年に実施されました全

国消費実態調査の一般低所得世帯の消費水準と現

行の基準額との比較を行った結果、年齢・世帯人

員・居住地域別で、それぞれの基準額、消費実態

に乖離があったことから、見直しを行うこととな

ったものであります。 

 しかし、生活保護基準部会からは、世帯への影

響に十分配慮し、検証結果を機械的に当てはめる

ことのないようにとの指摘もあり、個々の世帯で

の生活扶助費、母子加算及び児童養育加算の合計

の増減額を、現行基準から５％以内にとどめる緩

和措置を講ずることとされております。 

 また、被保護世帯への周知や福祉事務所におけ

るシステム改修に要する期間を考慮して、平成

３０年度につきましては１０月から実施すること

とした上で、激変緩和のために３年間かけて、段

階的に実施することとされたものであります。 

 次に、（２）の加算等についてですが、６月の委

員会でも少し触れさせていただきましたが、①の

児童養育加算は、現行の対象は中学生までで、月

額１万円、３歳未満１万５,０００円であったもの

が、見直し後は対象が高校生までと拡大され、月

額が一律１万円となります。 

 次の、②の母子加算は、子ども一人の場合、現

行の月額１万９,６２０円が、平成３２年１０月に

は１万５,８００円と、３,８２０円の減額となり

ます。子ども２人の場合までは減額となりますが、

３人目以降は増額に転じ、多子世帯に配慮された

見直しとなっています。 

 次の、③の教育扶助・高等学校等就学費につき

ましては、委員会資料の１２ページをお開きくだ

さい。現行の考え方と、見直し案についての比較

をしてみますと、基準額については高校を除き増

額され、学習支援費については月額換算で、小学

校を除き増額、入学準備金は全て増額、高校入学

考査料はこれまで公立高校の入学考査料を限度と

し、１回限りの支給でありましたが、見直しでは

私立高校の考査料も含まれ、さらに２校目までの

支給が認められており、被保護世帯員の高校進学

に希望を持たせる見直しとなっています。 

 １３ページをお開きください。平成３０年

１０月以降における生活扶助基準額のモデル世帯

として、五つの世帯を抽出してあります。薩摩川

内市は生活保護の級地区分６段階のうち、上から

５番目の３級地の１であり、生活扶助の基準額は

低い方に属しますが、今回の見直しでは減額とな

った児童養育加算、母子加算を除いても概ね増額

となっているところであります。ただし、高齢単

身世帯が減額となり、負担増が懸念されるところ

ではあります。 

 １０ページにお戻りください。２の生活保護基

準の見直しに伴い他制度に生じる影響についての

対応方針ですが、（１）の生活保護基準の見直しに

直接影響を受け得る国の制度につきましては、生

活保護基準額が減額となる場合に、それぞれの制

度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、でき

る限り、その影響が及ばないよう対応することを

基本的考え方とするとされております。 

 ②の生活保護と同様の給付を行っている制度と

しましては、中国残留邦人への給付等があります

が、生活保護の基準の例により給付を行うとされ

ております。なお、現在本市において中国残留邦

人への給付の事例はないところであります。 

 （２）の個人住民税の非課税限度額等につきま

しては、平成３０年度は、影響はないとされ、平

成３１年度以降は税制改革において今後対応を検

討されることになります。また、非課税限度額を

対象にしているものについては、平成３１年度以

降の税制改革を踏まえて対応することとされてお

ります。 

 １１ページをお開きください。（３）の地方単独

事業については、国の取り組みを説明の上、その

趣旨を理解した上で各自治体において判断される

よう依頼を行う予定で、国としましても生活保護

基準の見直しに伴います地方単独事業への影響に

関する調査を検討しているところであります。 

 生活保護基準は、平成２５年１０月にも見直し
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が行われたところでありますが、前回同様、関係

各課にも通知をし、できる限り影響が及ばないよ

う配慮したいと考えております。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、所管事務全般につ

いて、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）母子加算のところがだんだ

ん減っていくということと、平成３２年度に段階

的措置ですけども、減るということと、それから、

３歳未満が１.５万円、高校生までになるんだけど

３歳未満は１.５から１万円になるということで、

子育て世代が大変になるのかなと思っていたら、

高齢者世帯がマイナスになって、子育て世代はど

ちらかというと増額になるという試算になってい

るというのが、どうしてこうなるのかなというの

がちょっとまだよくわからないんですけど、もう

少し易しく説明していただけませんでしょうか。 

○保護課長（松尾和俊）これにつきましては、

先ほど説明しましたように、消費の実態調査によ

って決められた金額ということでございます。 

○委員（井上勝博）生活扶助全体が消費調査に

よって調整というか、下げられるから、高齢者世

帯はこうなるということなんですか。加算につい

ては、幾らか加算があって、でも、加算も減って

いくじゃないのかなと思うんですけど、その辺の

計算は市でやられて行うんですか。なるんですよ

ね。市でそういう計算をされて行うんですよね。 

○保護課長（松尾和俊）この基準額自体は国か

ら示されたもので、市で試算をしたものではあり

ません。 

○委員（井上勝博）疑問に思うのは、母子加算

も減っていくと。児童養育加算では３歳未満等が

なくなって、１.５万円から１万円になると。ただ

し高校生までは引き上げるという見直しなので、

全体としては加算が減っていくというふうにこれ

は見えるんですよ。しかし、実態としては、モデ

ルケースをやると現行との差がふえたり、母子加

算がふえたりする、なぜなのかということを少し

詳しくということで、説明願えないかということ

なんです。 

○保護課長（松尾和俊）これにつきましては、

全国は先ほど言いましたように、６級地の区分の

分かれております。１級地の１、１級地の２、

２級地の１、２級地の２、３級地の１、３級地の

２、薩摩川内市は下から２番目の３級地の１でご

ざいます。全国の消費実態調査の中で、表れてい

るのは、１級地の１ぐらいのところ大きな大都市

圏につきましては、減額の幅が結構あるみたいで

す。そのほか、低所得なほう、３級地の１あたり

のほうは若干増額されるところも出てきていると

いうようなふうで試算が上がっていると。 

○委員（井上勝博）そうすると、扶助費自体は

３級地は、でも下がってはいるんでしょ、上がる

んですか。 

○保護課長（松尾和俊）高齢者の単身世帯、こ

のモデル世帯でいいますと若干下がってきていま

すけど、そのほかの世帯については上がっている

という例もありますので、一概にこれが上がって、

これが下がってというのをちょっと御説明するの

は私のほうでも難しいかと思っております。 

○委員（井上勝博）口頭では難しいのでちょっ

とどういうふうな計算をすればこうなるのか、ど

う考えても加算も減っていくわけなんだから、ふ

えるということの意味が扶助費も下がるわけでし

ょ。扶助費も基準が下がるでしょ。上がるわけで

すか、扶助費は。 

○市民福祉部長（上大迫 修）資料１３ページ

の上から２段目の母子世帯のところでいくと、生

活扶助費や現行の数字でいうと１２万３,０４０円

のところ１年目の平成３０年１０月、また２年目

の平成３１年１０月、３年目の平成３２年１０月

からはごらんのとおり現行よりも何千円という形

でふえていますので、３の１級地である本市につ

いては、都会に比べるとやはり生活扶助の水準を

上げるべきだという回答がここにあった上で右側

のほうに保育料加算は１万円に均一化、また、母

子加算については、１万９,６００円から１万

５,８００円、３段階に減ったとしても、トータル

的には生活扶助費が上がって、１万円が載って、

加算が減ったとしても、現行水準からすればふえ

ているということなので、先ほど課長が説明した

内容になるということなんです。 

○委員（井上勝博）今少しわかってきました。

生活扶助費が年度ごとに上がっていると。モデル

１と一番上と２番目も上がっています。３番目も

若干上がっていると。それで、高齢単身世帯にな

ると下がる、高齢単身世帯６５歳以上も下がる、

生活扶助額そのものが高齢世帯が下がるというの
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は、そこがわからない。どうしてですか。 

○市民福祉部長（上大迫 修）先ほど課長が説

明したときに、平成２６年の生活実態調査に鑑み、

５年後との見直しの中で今回見直したところでご

ざいますので、３級地１のところの生活実態調査

を現実に当てはめてみると、母子世帯においては、

引き上げる方向に結果が出た、逆に単身高齢者世

帯については、生活実態調査の額がある意味、小

さかったので、下がる方向に結果が出たというふ

うになるべきだと思うんですよ。なので、ここの

論点としては、生活実態調査におけるその生活感

というか、生活扶助に必要な額がトータルして、

高齢者の方が小さい現状を反映したという形にな

っているので、そこがなぜ小さいのかについては、

当局において答えることは不可能かと思います。 

○委員（井上勝博）（１）と（３）については、

できる限り影響を受けないように、関係各課に通

知予定と。できる限り影響を受けないということ

は、それでも影響を受けるところもあるわけで、

一番心配されるところの影響というのはどこが受

けやすいということですか。 

○保護課長（松尾和俊）影響を受けるというこ

とにつきましては、この基準が引き下げになった

場合、その場合に生活保護から要否判定をした場

合、否となった方々につきましての、それの負担

の増加を抑えるための施策をお願いしたいという

ことであります。 

○委員（井上勝博）一般質問でも取り上げまし

たが、猛暑がこれからも続くだろうと、来年もま

た猛暑になる可能性もあるわけで、その際に、

３月以降か４月以降に受けた方はクーラーの補助

が出るけども、それ以前の方は、社協からお金を

借りてくださいというふうに言われているんです

が、実際私が聞いたケースでは、一人暮らしの女

性が具合が悪いので病院に行ったら、即入院だっ

たと。家に帰りたいと言ったんだけど、あんた死

ぬ気なのと言われたと。病院から保護課に掛け合

って、何とかしてくださいという話があって、そ

れで、社協の借り入れをして、設置したという

ケースがあるようなんです。それで、そういう

３月以前の方々については、社協で借りなさいよ

ということになるんだろうと思うんですけれども、

ただ、どのぐらい高齢者で、高齢者とも限らない

ですけども、生活保護を受ける方は、高齢者に限

らずですよね、たしか。高齢者世帯でしたっけ、

ごめんなさい。ちょっと確認ですが、お願いしま

す。 

○保護課長（松尾和俊）そのクーラーを設置す

る世帯につきましては、高齢者を含め身体障害者、

乳幼児、寝たきり、そういう特殊な事情のある方

ということがまず前提になっているところであり

ます。 

○委員（井上勝博）わかりました。その３月以

前にほぼ受けられた方々がどのくらいそういう該

当する人がいるかというそういう調べはしていな

いんですか。 

○保護課長（松尾和俊）その世帯別の調査とい

うのはしておりませんが、全体で言いますと、約

１２０世帯が未設置ということでございます。こ

れは、その他の世帯も含めた数字でございます。

これはその他の世帯も含めた数字でございます。 

○委員（井上勝博）この１２０世帯については、

こういう制度活用できますよということは周知し

ているんでしょうか。 

○保護課長（松尾和俊）今年度のクーラーの設

置の要綱が着く前から社会福祉協議会の貸付金を

利用して、つけることは可能という話はこれまで

もしているところであります。 

○市民福祉部長（上大迫 修）井上委員の御発

言の中に少し制度の解釈の齟齬が生じているので

はないかなと思うんですけど、議場でお答えさせ

ていただいたとおり、国がクーラーの経費のほう

を見ていいよというような対象者については、

２１世帯市は該当者があったのですけど、その

方々は既に生活保護を受ける段階からクーラーは

設置されているところにおられます。よって、

１２０世帯と私のほうがお答えしたのは、この制

度では、対象とできない生活保護世帯が１２０世

帯あるということなので、その１２０世帯の方々

は、これまでの方々と同様、制度が生まれる前と

同様、社協の資金を借りて、速やかに対応される

と、そういうふうな形を促していますよというこ

とでございますので、制度のほう、少し御理解さ

れていないところがあったのかなと思いましたの

で。 

○委員（井上勝博）要するに新しく４月から保

護を受けられた方は、みんなクーラーを持ってい

たということですね。違うの。 
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○市民福祉部長（上大迫 修）平成３０年６月

２７日に厚生労働省から通知があって、５万円以

内の支給設置費用の実費が支給できるようになり

ました。これは一定の要件の生活保護世帯です。

その一定の要件の生活保護世帯に該当する方は、

本市には２１世帯あったんですけども、６月以前

に生活保護の受給が開始されていた方で、もう既

にクーラーがありますから、この制度は使わなく

てもう既に持っておられる方でしたということで

す。今、議員の質問の中にあったように、この要

件に該当しない生活保護を受けておられる世帯が

１２０世帯ありますということだけなので。 

○委員（井上勝博）１２０世帯がないというこ

とははっきりしておるわけですね。社協でお金を

借りてくださいと、できないこともないかもしれ

ませんけども、ただ実際は、熱中症というのは本

人が自覚しないでいて、倒れて、それで初めてこ

れは熱中症だったんだと、後でわかるというのが

多いように思うんですよ。そういうふうに聞いた

んですよ。後で病院に行ったら熱中症ですよとい

うふうに言われたと。だから、暑さだったのか何

なのかがよくわからないままいるわけですよ。そ

うすると、１２０世帯の方々はそういう危険にさ

らされていて、本人たちは自覚していない場合が

あると思うんです。だから、そういう点では、や

っぱり社協から借りてくださいではなくて、やは

り市としても今後の問題として、犠牲者が出ない

ように、一般会計からも出すとかという、実際や

っている自治体も出てきているわけですので、ぜ

ひともそれは検討いただきたいということは要望

しておきます。 

○委員（杉薗道朗）入学準備金の関係でちょっ

とお聞きしたいんですけど、見直し案の中で、当

然上限が小中高校変わってくるわけで、これはこ

れでありがたいことかなというふうに思うんです

が、この福祉事務所が必要と認めた場合、入学準

備金の対象品目の複数回支給を認めるというふう

になりますよね。上限額は決まっておるわけです

から、その中において例えば靴とか、ワイシャツ、

こういった備品関係の回数を１回じゃなくて２回

支給というふうに理解すればいいのかな。ちょっ

とここなんかわかりづらかったもんだから、そこ

の意味合いちょっと説明していただけませんか。 

○保護課長（松尾和俊）例えば小学生などにな

りますと、入学時から小学校４年ぐらいになりま

すと、体が大きくなったりします。そのときなど

の買いかえ費用なども含めたものであります。 

○委員（杉薗道朗）あくまでも実費上限額内に

おいてということで理解すればいいわけですね。

当然最初の入学後の段階で、例えば小学校に上が

るときに、そこそこ３、４万円がかかる、だけど

途中で体格が大きくなって合わなくなった時点に

おいて、上限額の枠内でそこから購入する形にな

るということで、そういうことですね。 

○保護課長（松尾和俊）それでよろしいかと思

います。 

○副委員長（森満 晃）ほか質疑はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に委員外委員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。

以上で、保護課の審査を終わります。 

────────────── 

△子育て支援課の審査 

○副委員長（森満 晃）次は、子育て支援課の

審査に入ります。 

────────────── 

△議案第８９号 薩摩川内市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について 

○副委員長（森満 晃）まず、議案第８９号薩

摩川内市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）それでは、お手

元の議案つづり、その１、８９－１ページをお開

きください。 

議案第８９号薩摩川内市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定についてを御説明いたします。 

 提案理由につきましては、本会議で部長が御説

明したとおりでございます。 

 まず、家庭的保育事業等について御説明いたし

ますと、平成２７年に子ども子育て新制度が施行
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されたことによりまして、発足しております。 

 国制度では、保育利用定員５人以下の家庭的保

育事業所、保育利用定員６人から１９人までの小

規模保育事業所、なお、この小規模保育事業所に

つきましては、Ａ型からＣ型までございまして、

Ａ型は保育士の割合が１００％、Ｂ型は５０％以

上、Ｃ型は家庭的保育事業者に近い形態となって

おります。 

 それに、居宅訪問型保育事業それと事業所内保

育事業がございます。本市の場合、Ａ型及びＢ型

の小規模保育事業所が６箇所、事業所内保育事業

所が２箇所ございます。 

 今回、国の基準の一部が改正されたことにより

まして、本市条例との整合性を図る必要があるこ

とから改正をしようとするものでございます。 

 改正内容につきましては３点ございます。 

一つ目、代替保育に係る連携施設の確保義務が

あるのですが、小規模保育事業所等々はゼロ歳か

ら２歳児の保育事業所でございます。３歳以上に

なりますと、保育園ですとか、認定こども園等々

に移らなきゃいけないということで、その連携が

必要ということで、その確保義務があるんですけ

ど、従来の連携施設は、保育所・幼稚園または認

定こども園でございました。 

 今回、一定の条件を満たせば、小規模保育事業

所のＡ型とＢ型、それに事業所内保育事業所も連

携施設になれる旨改正するものでございます。 

 二つ目、家庭的保育者の居宅で保育が行われて

いる自園調理に関する規定の適用期間を５年とい

うことだったんですけど、これを１０年間に国の

ほうが延長するものでございます。 

 三つ目、家庭的保育者の居宅で保育が行われて

いる家庭的保育事業者に対する食事の提供の特例

に係る外部搬入施設の拡大を行うものでございま

す。具体的には、保育所・幼稚園・認定こども園

等から調理業務を行う事業所にも拡大を行うもの

でございます。 

 具体的には、保育所、幼稚園、認定こども園等

から調理業務を行う事業所にも拡大するものでご

ざいます。 

 先ほど申し上げましたが、本市では、家庭的保

育事業者は現在ございませんので、今後参入され

た事業者から適用ということになります。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）ちょっと勉強不足なもんで

すから。家庭的保育事業というのは現在薩摩川内

にはないと。しかしこれから参入する可能性もあ

ると。設備という点では、設備はなくても語感か

らいって、家庭でできるという、そういうことな

んですか。 

○子育て支援課長（知識伸一）平成２７年にそ

ういう新しい子ども・子育て制度というのが始ま

りましたんですけど、その中に家庭の一部を使っ

て、基準があるんですけど、それに合致すれば家

庭内でもできるというのが、大都会ですとか、例

えばマンションの一室ですとか、そういう形です

る場合が多いんじゃなかろうかと思います。本市

の場合、今のところ該当はございません。 

○委員（井上勝博）それは例えば、かなり規模

が小さい、子どもの人数が何人以下とか、そして

保育士が何人とか、保育士の資格がなくてもいい

とか、その辺の基準はどうなっていますか。 

○子育て支援課長（知識伸一）先ほど申し上げ

たんですけど、利用定員が５人以下の小さなとこ

ろになります。保育士のところは、具体的にはち

ょっとここ持ってきていないんですけど、先ほど

小規模はＡ型は１００％です。Ｂ型は５０％以上、

Ｃ型は保育士がいなきゃいけないんですけど、家

庭的に近いということで、保育士に近い保育支援

員というのがあるんですけど、そちらのほうでも

試験を、県の研修等々あるんですけど、そちらの

ほうも受けられて、可能になる場合もございます。 

○委員（井上勝博）やっぱり事故等が心配され

るわけですが、全国的には、この家庭的保育での

トラブルや事故というのはどういう状況なんでし

ょうか。 

○子育て支援課長（知識伸一）直接うちのほう

に事故がどうこうという報告はないんですけど、

聞いたところではないと思います。やはり国がす

る制度でございますので、十分安全だということ

で、いろんな有識者会議でこういう事業も始める

ということで始まっておりますので、そこは基準

がやはりありますので、大丈夫じゃなかろうかと

は思っております。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑はありま

せんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に委員外委員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○副委員長（森満 晃）次に、審査を一時中止

しておりました議案第９３号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題といたします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）それでは、議案

第９３号一般会計補正予算子育て支援課分につい

て、まず歳出から御説明を申し上げます。 

 予算書・予算に関する説明書３２ページをお開

きください。 

 ３款３項１目児童福祉総務費、子育て支援課分

は、３,２４０万８,０００円の増額補正で、内容

は備考欄をごらんください。 

 事項児童福祉管理運営費は、４月の人事異動に

伴います職員給等の調整に伴う減額と、国庫支出

金等精算返納金につきましては、平成２９年度子

ども子育て支援交付金事業、これにつきましては、

延長保育事業ですとか、一時預かり事業等の

１３事業の事業の確定に伴います精算返納金でご

ざいます。 

 事項児童福祉施設整備費は、３ ,０８２万

７,０００円の増額補正で、待機児童の解消を図る

ために保育所部分を増員しながら、保育所の認定

こども園化を図るものでございます。 

 御陵下町の学校法人新田学園が運営いたします

みくにキッズ保育園の増床を行うもので、完成後

は、１号認定部分、幼稚園の部分でございます

１５名、それと３号認定部分、これは、ゼロ歳児

から２歳児までの保育が必要なお子様の分でござ

いまして、これの定員１０名の増員を行う予定で

ございます。 

 増員後は、１号認定１５名、２号・３号の認定

９０名の合計１０５名の認定こども園としてス

タートする予定でございます。 

 次は、３目児童館費は、２,６００万円の増額補

正で、新設する２カ所の児童クラブ備品購入に対

する補助金、これにつきましては、国県補助の対

象でございます。２カ所であるんですけど、同じ

ところですので、次の施設整備に対する補助金

１カ所あたり１,２００万円の市単独事業補助金で

ございます。 

 新しくつくる児童クラブは、１箇所目、入来地

域の副田小学校内に、第２入来ひまわり児童クラ

ブ－これ仮の名前なんですけど－副田に１カ

所、それから２箇所目、川内地域の川内小学校内

に、川内小の児童クラブが開設する予定でござい

ます。 

 ことしの４月１日現在で、２９児童クラブある

んですけど、来年度は、開設を準備しているとこ

ろが２カ所ございまして、東郷の第２児童クラブ、

それに第２みくにキッズ児童クラブを加えまして、

３３カ所の児童クラブにふえる予定です。 

 あけていただきまして３４ページ、４款１項

１目保健衛生総務費子育て支援課分は、４８万

６,０００円の増額補正で、内容は説明欄をごらん

ください。 

 事項子ども医療費助成費は、１０月からスター

トいたします乳幼児医療費の市民税非課税世帯の

医療費現物給付化に伴います資格者証等のカスタ

マイズに伴うものでございます。 

 以上、歳出でございます。引き続き歳入につき

ましては、戻っていただきまして、１１ページを

お開きください。 

 子育て支援課分は、１５款２項２目民生費補助

金、３節児童福祉費補助金の保育所整備交付金及

び認定こども園施設整備交付金は、増設する認定

こども園整備に関するもの、子ども・子育て支援

交付金は、放課後児童クラブ環境改善事業補助金

によるものでございます。 
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 １３ページをお開きください。 

 １６款２項２目民生費補助金、３節児童福祉費

補助金につきましても、地域子ども・子育て支援

交付金は、放課後児童クラブ環境改善事業補助金

によるものでございます。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）次に委員外委員から質

疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第９３号平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち、本委員会付託分につい

て質疑は全て終了いたしましたので、これより討

論、採決を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○副委員長（森満 晃）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○子育て支援課長（知識伸一）それでは、市民

福祉委員会資料について御説明いたしますので、

１４ページをお開きください。 

 乳幼児医療給付事業についてでございます。 

 小学校就学前の児童のいる世帯の児童について、

保護者の経済的な理由で受診を控えることによる

症状の重篤化を防ぐことを目的といたしまして、

市町村民税非課税世帯を対象に、県内の医療機関

等の窓口負担金を無料化する乳幼児医療給付事業

を１０月から実施することとなっております。 

 １番目、対象者といたしましては、市町村民税

非課税世帯に属する小学校就学前の児童。 

 二つ目、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医

療費助成、重度心身障害者医療費助成のいずれか

の受給資格者の対象でありまして、三つ目、乳幼

児医療給付事業の利用を希望する方となっており

ます。 

 ２、事業の内容は、対象者が県内の医療機関等

で受診した医療費等につきまして、窓口での自己

負担金が無料となります。 

 二つ目、乳幼児医療給付事業以外の公的負担制

度が適用される場合には、他の公費負担制度が優

先されます。ただし、先に適用した公費負担制度

に受給者負担金がある場合は、当該受給者負担金

について乳幼児医療の対象となります。 

 ３番目、本事業の受給資格者証の提示がない場

合や、県外で受診した場合などは、これまでどお

り、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助

成、重度心身障害者医療費助成のいずれかの有資

格による医療費助成の償還払い、後から返ってく

るという形になります。 

 事業の開始は、１０月１日診療分からでござい

ます。 

 受給資格の期間は、８月１日から翌年７月

３１日までということで、ことしにつきましては、

１０月１日から翌年７月３１日まででございます。

ただし、発行年度に満６歳になる児童は、満６歳

を迎えた直後の小学校に入る前の３月３１日まで

ということになります。 

次のページをお開きください。 

 制度フローにつきましては、図にお示ししたと

おりでございます。 

 最後に、市町村民税非課税世帯の小学校就学前

の児童のうち、乳幼児医療給付の対象となる件数

につきましては、子ども医療費助成が２３０人を

見越しております。ひとり親家庭等医療費助成が

１４０人程度、重度心身障害者医療費助成は今の

ところ該当はなかったということで、合計で

３７０人程度ということになっております。 

 引き続き、市有地を活用した認定こども園の設

置・運営法人の募集についてを説明しますので、

１６ページをお開きください。 

 市有地を活用した認定こども園の設置・運営法

人の募集につきまして、本市では、増加する多様

な地域の保育ニーズに対応するため、認可保育所

や認定こども園の整備、地域型保育事業所の実施

などによりまして、入所枠の拡充を図っておるん
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ですけど、毎年待機児童が発生している状況でご

ざいます。特に市街地部分に待機児童が多数発生

しております。 

 また、来年１０月からは、いよいよ実施予定の

幼児教育・保育の無償化、これは３歳児から５歳

児は全員なんですけど、予定されておりまして、

今後１号認定、幼稚園部分と２号・３号の保育園

部分の保育ニーズが一層高まることが考えられま

す。 

 このため、これを解決いたしますために、市街

地部分におきまして、本市が指定する市有地を認

定こども園等の用途で借り受けていただきまして、

認定こども園を設置し、運営する法人を今回募集

するものでございます。 

 １番目です。募集する園児の規模は１００人規

模を想定しております。 

 応募資格といたしましては、本市の認可保育所、

または認定こども園を運営していらっしゃる社会

福祉法人または学校法人の今ある法人に限るとい

うことで検討しております。 

 ３番目、貸付の予定地は、薩摩川内市中郷３丁

目３２７番１で、次のページを見ていただければ

いいんですけど、育英小学校近くの市有地になり

ます。面積が１,６５８．９６平方メートルでござ

います。 

 今後のスケジュールといたしまして、今月の中

旬から公募をかけまして、１カ月ぐらい公募をし

まして、たくさん応募がある場合は、１１月上旬

から選定審査会を開催です。 

 １１月下旬に審査結果を公表いたしまして、

１２月に、候補地の使用の契約をいたしまして、

なんせこの認定こども園をつくりますと相当大き

なお金がかかります。園自体ではできませんので、

国の補助金と市の補助金を利用した制度、先ほど

みくにキッズ保育園のあれであったんですけど、

ああいう制度を利用しまして、国の整備交付金と

いうのを利用してつくる予定でございます。それ

のほうが、国のほうが決定をいただければ、すぐ

さま施設整備の開始をしまして、平成３２年の

３月中に新しい１００人規模の認定こども園がで

きればなということで考えて今事務を進めておる

ところでございます。 

 次のページ、待機児童はもう皆様方に毎回御報

告しているんですけど、毎年２５年から、上の方

が申込者の総数でございます。下のほうが厚生労

働省の基準の待機児童でございます。年末現在に

はやはり２００名ぐらい、ことしの３月でも出て

おりますので、これを解消できないかということ

で、今回１００人の公募をしたいということで、

考えております。 

○副委員長（森満 晃）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、所管事務全般につ

いて、これより質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）この貸付の土地は地価って

いうか、周りの土地と同じような貸し付けになる

のかということ、それからもう一つは、これとは

別個なんですけど、以前も話したことがあります

が、保育園の３歳児以上について主食の御飯を

３歳児になると、御飯が国から出ないもんだから、

米を持っていったり、弁当を持っていったりとい

うことになっている現状は変わらないと思うんで

すけれども、これは何か、大昔の国の配給制度と

の関係でこういうことになっているということで、

もう時代遅れのことらしいんですね。この３歳児

になったら子どもはお米を持たせなきゃいけない

とか、そういったことについて、何とか給食にで

きないのかと、お米も出せないのかという声はあ

るんじゃないかと思うんですけれども、その２点

教えてください。 

○子育て支援課長（知識伸一）まず、今度の認

定こども園の用地の地価はどうなっているかとい

うことで、市の行政財産使用の条例を使うんです

けれど、評価をいたしまして、それの１００分の

５をいただくという形の従来の方法でございます。 

 それと二つ目、その主食を給食にできないかと

いうことなんですが、国の運営費というのがうち

に参りまして、それから各園さんに配布しており

ます。おっしゃるとおりゼロ歳児から２歳児まで

には全部入っています。お米というか、まあ、ゼ

ロ歳はミルクなんでしょうけど、３歳以上は副食、

おかずについてのみ基準でございます。 

 残念ながら、その国の基準というのでうちもし

ているもんですから、今のところはそのゼロ歳か

ら２歳は完全給食で、３歳からというのは今のと

ころ従来のとおりの副食で御飯を持ってきてもら

うということで考えております。 

○委員（井上勝博）これは、一方では、保育園

自身が何とかお金をくださいよというところもあ
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るみたいなんですが、一方では、御飯を炊かなき

ゃいけないというようなことで、嫌がっていると

いう話も聞いたことがあるんですけれども、その

辺の要求というのはどうなんでしょうか。 

○子育て支援課長（知識伸一）その３歳児以上

の完全給食についてなんですけど、うちのほうに

は御意見としてはそんなに上がってきておりませ

ん。 

 今、委員がおっしゃった面倒だから炊くのが嫌

とか、そういう御意見も保育園のほうからはござ

いません。 

 今、私どものその子育てにはお金が非常にかか

ります。できる範囲で我々はその制度をつくって

おります。国の基準がそういう形でありますので、

それに上乗せして市の単独でというのは、残念な

がら今のところはちょっと考えていないというと

ころでございます。 

○委員（井上勝博）もし、仮に３歳児以上でも、

市がお金を補助金を出すというか、そういうこと

になれば、どのぐらいの金額になるかは、大体わ

かりませんか。 

○子育て支援課長（知識伸一）何年か前の私も

議事録を見ちょって、六、七年前にそういう御質

問をされた委員の方がいらっしゃったんですけど。

試算は行ったことはございません、今のところ

は…。（笑声） 

［「調べてないんですね」と呼ぶ者あり］ 

○子育て支援課長（知識伸一）国の基準に従っ

て運営費は支給をしております。 

○委員（新原春二）乳幼児の医療費の給付事業

については、非常にいい制度を考えてやってまし

て、施行していただくんですけども、やっぱり保

護者の皆さんの意見を聞けば、「面倒なことをする

な」というのが結局は御意見なんです。そうした

場合に、我々はこうした無料化をしたということ

が非常に大変な事業なんですよというんで、話は

納得してもらっているんです。 

 将来的に、これをもう全て高校生まで無料化を

して、それで給付事業を、仮定の話でやっていく

とすれば、これはいろんなメリット・デメリット

があると思うんですけども、私は直接考えるに、

給付事業をした場合に、無条件で何でもかんでも

こう治療に行くということが想定はされるんです

ね。 

 それを防ぐために、償還払いに回してあると思

うんですけども、実態として全国どういう状況な

のか。これを償還払い、こういう制度を持ってい

るところは償還払いにほとんどなるのか。それと

ももう給付事業にして、直接もう医療機関で金を

支払わずに診療をして、医療機関に市から直接払

うようにしてもらうという簡素なことができてい

るところがあるのかどうか。 

 実際に言えば、本当に利用される方々が非常に

制度を理解をしてされることについては、するこ

とができると思うんですけども。そうした場合に、

手間が相当防げるわけですね。役所から振り込ま

ないかんわけですから。そこら辺のメリット・デ

メリットがあるんですけど、そこ辺の将来的な構

想といいますか、もう今まで長いし、しょうがな

いという声になっているのか、将来的には給付事

業に持っていきたいなとふうなのか、その辺はど

うですか。 

○子育て支援課長（知識伸一）県のまず制度を

ちょっと御説明いたしますと、医療費助成がある

のは、乳幼児医療と言いまして、小学校の未就学

児だけでございます。まずはこれが基本になって

おります。これに、各市町村が例えば小学校まで

無料にしましょうというところがございます。そ

れから中学校まで、うちは高校まで後払いになり

ますけど無料にしております。 

 我々も、せめてその未就学児までは何とかなら

んかと思ったんですけど、もしうちがした場合は、

今、三千七、八百万円の県の補助金をいただいて

いるんですけど、拡大をするのであれば補助金を

もう出しませんということで、県のほうから言わ

れておりまして、今のところは、やはりその有利

な制度はやっぱり入れないかんもんですから、国

の制度に。県内はどこも同じ制度に今んところは

なるみたいです。あとはちょっとわかりません。

いろんなお金があるところはやっぱりしましょう

というところが、出てくるかもしれませんけど。 

 これ他市の例ということで県から説明があった

んですけど、やはり、そのただになったとき、医

療費がどんな感じで動いているかとなりますと、

大体１.５倍ぐらいは最低ふえると。極端な例を申

し上げますと、朝かかりつけの病院に行って熱が

下がらない。夕方に大きな市民病院とかそういう

ところに、そういう場合も想定されると。 
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 そういうことで、適正な受診をしていただけれ

ばもう一番有効な医療費のあれになるんですけど、

将来的には１９市の市長会とかそういうのでも議

題に上がってきます。乳幼児につきましては、せ

めて小学校、中学校までは県のほうでしてくださ

いとか、そういうのには毎年賛同しておりまして、

お願いをしてはおるんですけど、今のところは、

やっと市民税が非課税のところだけが窓口が要ら

なくなったというところで、今後もまたお願いし

ながら、少しでも使いやすい、しかも使う人もよ

く考えて、有効な使い方をしていただければ、一

番いい制度になるんじゃないかとは考えておりま

す。 

○委員（井上勝博）先ほどの３歳児以上の保育

児に、その主食を出すためのお金を試算してほし

いんです。やはりどれだけ３歳児以上がいらっし

ゃるのかというのがわかれば、一人御飯の補助金

というのは幾らかというのは決まっているから簡

単にできると思います。それはぜひ教えてくださ

い。 

 それから、今の子どもの医療費のやつは、もう

九州はもう全部窓口で現物負担してますよ。沖縄

と鹿児島だけがしてないということを聞いていま

して、そんなことを今さら言ってんだっていうふ

うに思いまして、感想と。 

○子育て支援課長（知識伸一）今までですね、

国民健康保険がございます。医療費を無料にした

場合は、ペナルティーというのが発生しておりま

す。今までは未就学児につきましても、先ほど言

いましたように受診がふえるであろうということ

で、幾つかの計数をして国保の入ってくるお金が

減っております。それは、あんまりだということ

で国のほうは小学校の未就学児まではなくしまし

た。ペナルティーないんですけど、小学校、中学

校はいまだにまだあります。 

 ですから、そこあたりはやっぱり一番いい形に

していかないかんと思いますから、今のところ私

どもはその窓口を少しでも無料にできましたので、

これを今後、一番いい形で無料がもっとできる、

広範囲になるような形では県とも－またお願い

をせないかんということで考えてはおります。 

○副委員長（森満 晃）そのほか質疑はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（松澤 力）１点だけさせていただきま

す。 

 この認定こども園の募集ということで、取り組

みをしていただくなり、私も本会議でも質問させ

ていただいたんで、非常に待機児童解消に向けて

ありがたい一報だなと思っています。 

 先ほど御説明でもありましたけど、年末には待

機児童が２００名ぐらいになったりとか、今後、

保育ニーズも一層高まるということで資料にもあ

るんですけれども、今回の子ども園をつくられる

と、かなり改善は進むとは思うんですけども、今

後、完全にはまだ難しい部分もあると思うんです

けど、今後の取り組みの方向というか、という部

分があれば教えていただけたらと思います。 

○子育て支援課長（知識伸一）今回、市有地を

活用しまして、その保育園を公募するんですけど、

今までも既存の保育園等々で、例えば、改修しな

がら、増員しながらというので相当つくったりで

すとか、あるいは天辰にあるんですけど、全然新

しいところに保育園をつくったりとかいう形で、

それもあわせて行いながら、もう一つ保育園がで

きた時期っていうのが大体昭和５０年代ですとか、

おおむね４０年近くになってきております。 

 そこがもし子どもさんいらっしゃるわけですか

ら、そこも更新をしてあげながら、なおかつ、そ

の定員もふえたら一番いいなということで、今、

樋脇の認定こども園さん、それから入来の認定こ

ども園さん、東郷の認定こども園さん、いずれも

昔は保育園だったんですけど、それを新しい形の

定員もふえた形でリニューアルして、今、待機児

童対策を行っておりますので、今後も可能な限り、

何せ国のお金が２分の１は出るんですけど、あく

までも基準額の２分の１でございます。 

 本当の建物をつくれば基準に入っていない、い

ろんなお金もありますので、つくられる方はやっ

ぱり３０年、４０年の償却を考えながらつくらな

いかん建物でございますので、そこあたりはもし

手が挙がったとき、可能であれば更新したいとい

うふうには考えておるところでございます。 

○議員（落口久光）同じ質問なんですけど、ま

ず、計画立てていただいてありがとうございます。 



- 35 - 

 それで、保育士の充当に対して、対策とかめど

が立っているのかというのがあれば。 

○子育て支援課長（知識伸一）保育士が確かに

おっしゃいますようにちょっと減ってきておりま

す。うちのほうも定員に対しまして、保育園は

１１９％まで見れるんですけど、そこの率が毎年

やっぱり減っております。どこの保育園も

１００％を超えておる状況でございます。 

 ですから、今、国の制度等が大分手厚くなりま

して、処遇改善加算と申しまして、その保育士さ

んに対する手当と申しますか、お給料を上げる分

とか、いろいろその県においてはその保育士の、

昔やっていた保育士さんなんかに登録をしません

かというということで、県のほうにバンクがある

んですけど、そこに登録をしていただいて、また

私も子育てが終わったから働いてみようかなとい

うことで、最初はその短時間勤務、パートから始

められるとか、そういう形で考えてはおるんです

けど、なかなか保育士さんに対しましても、企画

政策課のほうですけど家賃の補助ですとか、そう

いうのも一緒に考えたんですけど、じゃ、企画政

策課のほうで一つでまとめましょうということで、

奨学金の関係ですとか、それから商工政策課のほ

うでＵ・Ｉ・Ｊターン等々、いろいろ制度は考え

ているんですけど、なかなかそのまだうまくつな

がってないんですけども。 

 今後も、やはり保育士対策は非常に大事なこと

だと思いますので、また、この前も園の説明会を

したんですけど、園長先生なんかに保育士さんも

ということで、お互いに協力をしながら、保育士

が確保できるようなことで考えていきたいとは考

えております。 

○議員（帯田裕達）２点お伺いします。 

 まず、１点目です。先ほど運営法人の募集につ

いて、ここに地図もあるんですが、住宅街ですよ

ね、建設が始まると建設に対しての騒音とか、例

えば保育園ができた、学校ができたというと、も

ううるさいとか、防御板を張れとか、いろんな課

題も出てくるわけですよ。 

 １点目は、ここの場所だったらかなり住宅街で、

育英は今からも子どもさんもふえているだろうと

思いますが、その地域の了解というか、せめてコ

ミュニティの役員の方々とここの保育園をつくる

というような計画はもう話はされているのか、そ

の辺はどうでしょうか。 

○子育て支援課長（知識伸一）今、中郷は非常

に市街になっているんですけど、コミュニティの

ほうに相談をしたかということでございますが、

先週、コミュニティの会長さんのほうに、まだ計

画段階ですけど、こういう形でどうしても必要だ

ということでお話はいたしました。 

○議員（帯田裕達）ただ、こういう計画がある

という話ですね。 

○子育て支援課長（知識伸一）お話をしまして、

わかりましたというお言葉をいただいております。 

○議員（帯田裕達）２点目は、直近の現在、一

番近いところでいいですから、その待機児童数は

今幾らなのかというのと、先ほど落口議員からも

出たんですけど、その保育士不足がもうかなりの、

どこの認定こども園も保育園も幼稚園もそうです

が、かなり保育士が足りないと。 

 新しく４月に純心女子大学にしても、神村学園

とかに募集をかけても面接にもうほとんど一人も

来ないというような状況で、大変困っていると。

例えばさっき言われたように保育園の増設とか、

増設しても保育士がいないとできないわけですの

で、その辺の兼ね合いで、さっき課長は県に登録

というのがあると言いましたけど、なかなか県に

登録したら条件のいいところとか、やはりそのや

っぱり全然この薩摩川内の人が登録しても、薩摩

川内で働いてもらわないと、また意味がないとこ

ろありますから、先ほど企画政策課のほうで住宅

の手当てとか、いろいろあるというのも知ってい

ますけど。 

 だからやっぱりその市で、薩摩川内の保育士さ

んいらっしゃいますから、その人たちをなるべく

バンクみたいに登録してもらって、先ほど課長が

言われた最初はパートからとか、そういうことも

始めていかないと、新しい人たちは保育士の免許

を取っても、純心女子大学とかを出ても地元に残

らずに、保育士にならない人のほうが多いという

ふうなことも聞きますので、何かやっぱり人ごと

じゃなくて、施設をつくるばっかりで、両方ない

といけないわけですので、そういう受けられる施

設があって、保育士が足りて初めてそういうこと

ができるわけですので、もうちょっとそこ辺は突

っ込んで何か保育園の保育連合会とかありますよ

ね。だから、そういう人たちとやっぱり直近の課
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題ということで、常時話し合いをして、解決の方

法を見つけていただきたいと思いますが、どうで

しょうか。 

○子育て支援課長（知識伸一）まず、１点目の

待機児童は今何人ぐらいいるかということでござ

いますけど、これは、申込者に対します待機児童

でございます。今、８月現在で１０８名いらっし

ゃいます。これにつきましては、特定の園を申し

込まれている方も入っておりますので、丸々とい

うことではございません。 

 それと、今おっしゃいましたその待機児童は、

実際、具体的に市は考えているかということでご

ざいますが、我々もその可能な限り考えてはおり

ます。先ほど言いました家賃補助等々はうちで独

自で保育士さんにしようとしたんですけど、同じ

制度であれば働く人はみんな一緒だということで

一つになっていて、いろいろ毎年考えてはおりま

す。いけんかせんと、せっかく施設があるのに、

キャパがあるのに人がいないということで、そこ

も十分に大事なことだと思います。 

 今、子育てには毎年、純心女子大学からイン

ターンシップというので研修に、去年は三人ぐら

い、ことしが二人ぐらいお見えになったんですけ

ど、そこで話をしたりとか、大学のその教授です

とか、そういう方々とお話はさせていただいて、

いろんな制度等々についてはそのくる子たちだけ

なんですけど、聞いたりとか、こんな制度もある

んだよということで説明はしているんですけど、

なかなか難しいところです。 

 今おっしゃいますように、具体的に何かでけん

かということで、今後は検討していかないかんと

いうのはもう十分考えておりますので、今ここで

何をするというのはちょっとまだあれなもんです

から、保育士の解消になるような形で、また検討

したいとは考えております。 

○副委員長（森満 晃）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、子育て支援課の審査を終わります。 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○副委員長（森満 晃）以上で、日程の全てを

終わりましたが、委員会報告の取りまとめにつき

ましては、正副委員長の御一任いただくことで御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（森満 晃）御異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉  会 

○副委員長（森満 晃）以上で、市民福祉委員

会を閉会いたします。 
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